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解 説

昨年わが国では固有林経営規程の大改正が行われた。その改正の過ﾡ 

において、 しばしばドイ ッ林学からの脱皮という こ とがいわれた。それ 

から6わかるように、明治以米、 わが国の林学とくに森林経型学-ﾡ林 

ぬ業案に対いて絶大な力を持つていた ドイッ林学に対する託価は、 近年 

彼かに調落した型がある。 これにはいろいろなは由があ る だろう が、し 

かし、服前における ドイッ林学に対する評ﾡが過当であったのとは反対 

c、戦 後 に おける それ が過少 評 窗 されて いる ように 思われる。ドイッ林 

学に学ぶべき点は依然と して少く ない。 ドイツ に おける 林学 ならびに 林 

染のﾡ新における長いﾡ史の上に立つた発ﾡは、一見地味ではあるが柏 

突になされている。その発展が どの ような方向に向っているのか を知る 

ことはﾡ行いずれの側に立つものにとつて 6必受なととでめ2。行だべ 

ド イ ッにおけ る発経営計画の実務における発展が どの よ う な方内に 

っているのかを知るために、バィニルン 国有朴の森林任型規程 1951

年版 を全訳した ものである。
バィエルンロ 有林 はﾡ7 6万h。あり、ドイツ逃邦便布量2 2 

エィトをもつている。ドイッ逃国行#には統一した森林任登規2父 

(,各回 (州) が それぞれ独自 の 規程 を 作 って 経併 してい る が、 

かにあって、パイエ ルン国有林の規ﾡ は、 そのウェイトがらい?バ

的な もの と いって よかろ う。cこc訳出した1951年版は、194 9 年に でた暫定版の修正され 
たいのであるが、それ以前は、1 ? 1 0年に改正された投が受。" 

れていた。 したがって、 森林継型実務における発展の力"、1?

年販との対比によつてえられる。
そこでまず、1910年にむけ る規品の改正が どのまうなず景" と 

c、 どのような考え方にもとずいてなされたかをみてみよう

バィェルンでは1 9 1 0 年以前に6 秘度か規程が変更さ れた。 1 
年の規和ではG・L・Hartig の#積平分法が用いられが,,. 

年の改正では、H・Cottα の面積平分法が加味され、 それがさり "い 

平分法と材積平分法とを折农した、いわゆる折求平分法となって2,： 
紀に至った。このような推移は、バイエルンに限らずドイツ全土"2 
れたわけであるが、一世紀にわた つて平分法の支配下にあった ドイッの



林は、 中世以降の相次 ぐ・戦乱などで荒さ れた森林の整ﾡや球朴経ﾡの 

発展に 多大 の功績 を あけた が、 1 9世紀の末期頃になるとﾡ林技ﾡ的に 

も、 経済的にも多くの矛府をﾡ星するととになった。C・ IYagnicr に よ 

ると、 平み法は白然法則的に、 ス、 経済的に枚雑な林案を、全く、保抗 

的収ﾡ中心に、機機的な取扱いを し、 森林を金庫祝したものであって、 

かかる方法が的一世紀間行われた結果と して、養林の単調、大面松皆俊 

cょる一斉同令単ﾡ林、 各被習の増加、 生長の改退といつた現象が 

あらわれ、 かく して、 平方法はドイッの森林をして全く述株的ﾡ付けの 

状態に持ち来したという。この ような 遊 林 技術的 矛盾 に 加えて、平分法 

が、材積 収護改 正保施の 実現 と か いわのる法正状選の楽列に重点を受い 

たため、 令級配置の如何によって は多大の後済的袋性を払わぎ るをえな 

かった 点 が 務された。

一方、 1 り世紀におけるパイエルンロ行の従営指導原則は、保守的な 

色彩が浪ﾡな ものであつた。 1852 年の森林法では、策 高 の木材生母 

が主要目的とされ、 1 8 6 1年の殺林管型規ﾡでは、国有林外の底林を 

らは供給でミ ないよ う な価位の高い大径材の生ﾡと、 予見でき ない事 柄 

c 対処す るための 予ﾡ林のﾡ成 というととのために、 通常でさるだけ 

い 相 伐期 の 採用 が 方針 とされた。それよ りく、 ナでに1 8 1 9年の経 

営規程において、国金体の多 A 多 ﾡ な 木 竹* ﾡの保ﾡ的充足とエボの発 

展 のた め に 強く 要求 される もの を 考慮 する という共同品済的な原則が ﾡ 
認されていた。 このよ う な原則の も とに経営された触果として、 それに 

子分法の突ぬ方法からく る 事情 げあって、 1 9世紀初頭にははなはだ不 

充分であつた森林の林相やﾡ償は、 次向上し、 20世紀の初ﾡには林 

令100 4以上の老令木の面横が 2 5%にも述するようになつた。との 

ような保守的な、ﾡﾡ的な経営方外については、 1 908年まではほと 

んどﾡ論はでなかつたどとろか、 積極 的に支持され、 たとえば Baur は 

1895年CJ/iotc/e 大学学長就任演説で、 「一般に国布林では資 

本て利子に向けられた純然たる貸略経済は行わるべき ではない。むしろ 

国行林は次代の団民に対する遺流と して取扱われねばな らぬ」と のべた 、

このtうc、 19世紀のパイエルン国有林は、保守的な指導原則のも 

とに、 平分法に上つて経ﾡされてさたのでかるが、他方、林学 の分野で 

は、周知のように、 19世紀の役半から20世紀の初ﾡにかけて土地約 

収び説と森林純収役設の対立がかり、学説と しては土地純収租脱が支配 

的とをっていた。その学脱の影客が教拉を通して、団布林経営の若き実 

務家の問C も 次 才に ﾡ透 していつた。かく して、国有林経営 の実務家 の 

問に も、保守的を伝続的経営を守ろ う と する古き 世代と ・ 迫歩的な収益 

性 中心の経営に 転換 しよ うとする若さ世代と の対立が生れた。1907 
年、47オで既に土地純収ﾡ説の指導者となつていた Endres 教長は、 

就任説のなかで「からゆる林栄活動の経営原理である保続性の確保を 

害することたく、近い将米に ドイ ッの国布林の 収程 量を1 h 当り 1m
加さすととがでさる。現在の収役予定を増加さすととは、なお当分は、 

ﾡ本財産を侵さない。 そのﾡ由は、価値が 低下 しはじめて、 土地の生流 

力をも はや宛金に 利用でき ない老 会林の寺析 が豊 富rにかるからだ」との 

べた。
こうし た情勢の なかで、 イエルン の団 布林に と つて は忘れる ことの 

できない歴史的な 日 である1 9 0 8年2月7日 そむかえ た。たまたま 

この日のミュンヘン は、フェーン 台風 の製が報ぜら れて いた。との日 

バ イエルン の貴族院で 行われた Toring 伯 の 提案は、フェーン台及の 

宛く れ狂い、パイ エ ルン の 国方 林 管理 砌 の 歴 台 骨 を 吹 を 例し て しまつ 

大 当 詩 の 長 容 は、バイエルン 式 劇 は 施業 の 創始 者 として 著名な、そし 

て、1865年以米2 3年間にわたつてイエルンの国有林管理に大さ 

こ功統をおげてきた K’"'"" で な った が、間もなく 退 宮 を余 儀 たく

された。

Toring 伯の提案の内客は、過無老令木の伐採を促進することに よ 

って伐採収入を増加し、土地締収錢説の意味での収摧法の向上を意図す 

る。ので、そのﾡ論をいえば、 1908年から1938年*での30年 

高統的に成長量の5 割増伐と、崎伐期の急逃な低下 (1 34年→105 
ど70年) とを拠案したものでかつた。このﾡ築は若干の修正をうけ 

て 後、両統を過 し、実行に移され るとと に企つた。これより2 年後に 

クルされたバイエルン国有林の森牀経理規程 (施業案規則) はこのよ う 

た 時代的背景に おいて作られたものでるる。した がっ て、 その とき の 改 

こは、まさにﾡ期的な大改正であつた。しかもわれわれの興味をぶの 

は、改正の動機、方法、規模等の点で、今回の わが国 の国冇林経営規程 

の大改正と 一脈通ずる %のがあることでわる。 それは ともかくとして 

1 9 1 0年の規和は後述す るように、従来の平分法から土地純収災説を 

がと した林分経法への移行保統原則の解釈を狭後から広義た ものに変

-5-



更するたどして "oゲig の捉案に答えたものでかつたが、ﾡ規程にも 

とずへて作られた実際のﾡ業案においては、 拠案上 りもかなり阿輸た姿 

化に止ま つた。

Toring の提案にもとずいて作られた委員会は、当時の年平均成長 

量を ha 当り4.4mと 兄積 り、 1907年にかけるﾡﾡ年伐量3 1 aを、 

1912～1922年には5.2m、 1923～1945 年に は4.5m、 

1 ? 4 4〜1 ? 6 4年には5.0mとするとと提案した。 との拠案自体、 

Toring のもの上りはかなり改退しているが、ﾡ業案の標準年伐量は 

1921年に4.2m、 1955年に3.9m、 (1951年に38m、 

1 9 5 9年に4.1m) で委員会の ものよ り も一岡 後退 した ものであった。 

输伐期 の 低下について %同様で、 Toring ctれば1 95 0年には80 
年以上の林分は5 %に設少するはずでかつたが、突際には2 9%かつて 

1 ? 0 0年当時とあま り途わない。(もつと も老令林の立木の低下は著 

し ら し)

この上う C規程の改正に も かかわらず、拠案と 実行と はかな り く い 

い、 Zoingが予定した過伐期間にはかま り強い過伐は行われなかっ。 

ととろが皮内なとと、 その期間のかとで、 1 935～1955の18 
年間にわたつて、平均して成長量の5割の退伐が突行された。との迫伐 

は、 自給経西を志向したナチスの政策とオニ次大ゆとに上るものでかる 

が:、と う した非常の際の過役はオー次大ﾡ終了後の1 ? 1 9〜1 9 20 
年にも行われた。これらの非常時における近伐は、 もし、バイエルンの 

国布林が、 Torigの提案通 り c経営された な ら森林を著 しく 須 う こ 

と な しには行いえなかつたでかろ う と いわれている。こ う して、 通去に 

かいて度々 く り返された非常時役探の苦い経験は、森林愛座の念の強い 

ドイ ッ国民に、 非常時に 備えるための予備都ﾡのﾡ成の必双性を身に し 

みて感じさせた。オー次 大戦 前 に、はなやかに 開 花し た 土 地 純収ﾡ 謎は 

急速に 色あせ、同B c、 Toringの捉案もフェーン台ﾡ の 如 くに&逃に 

去つていつてしまつた。 1951 年 の 規程改正 は、と う した経験の上に 

立つて行われたものである。このよ うた歴史的背景 をみるととな し に 

は、1 95 1年の規和の意を説みとるととはおそらく不可能であろう。 

1954年、ELscヶ が過去1504を回題して、 「森林の実体が、 

何回も行われた政し干み (非常伐探) cもかかわらず、多くの点に 

い て 疑い もなく改良されたと いう こと を消足ぱをもつて確認できる」と 

のべたが、これは今日の ド.イ ッの林業人の盗見を代姿したものといって

こかろうo

1 9 1 0年の程は ・ 平分法から林分任済法への交換とい う だけでは 

2 く、細部にわたって大ﾡな改正が行われ、かな り大まかだつた従※の 

規程より一段と才密な、 営歩前進したもので込つた。このことは、1 9 
= 1年の規程の多くの部分が、 1 9 1 0年の規程をそのまま踏彼してW 
るととからもいえる。 Toring の契築日体はフェーンの如く去つたけ 

れどい、その進歩的な神は規ﾡの随所に生かされて、パ イェルン 国有 

#の施業の集約化に役立つた。

1 9 1 0年の規程でと くに注日される点をけると、森林調査の項で 

は、#分経済法突施の前拠と な る林令 の補法 を査定、それに よる令級表 

○作製がまずわげられる。 それまでは、林分は、輸伐期の高とは無関 

氏に、幼令林、 北令林、ﾡね伐採可能、伐採可能の4令扱に区分された 

二止•まり、奥際の令級や蓄科関係は明歌では左かつたといわれている。 

客積のﾡ査では今後十4間に 伐採 が見込まれる 林分に 段 り行う ことと し 

そいる点と 同時に林強別の生近率 を脚べる こ と c している点と が注目さ

九 る。成長量は今役 2 0 年間 に 対す る も のを定す ることになっている 

、た定 の 方法 は 収 您 表 が 主 と して使われている。成長 についてはたん 

#役成長だけではなく ・ 価位成長を、地位別、主ﾡ樹別にﾡべると 

とになっており、とのため、令ﾡ別C林祖別生産率と池年収穫量とを調 

とて千場単価 (.Quel itatziffc.r') を算定するととにしている。こnれ 

らのこと は林分が経済的成熟期に迎 したかど う かに よ つて伐採ﾡ所を判 

乙レェうとすナる林分済法にいては当然必要とな る事項なわけである。

格業仕担に関する事項では、改正の主ﾡ点でる給伐期について細 

～規定を行っていることが注日される。 わが田の回布林野経営規種では

にかかげられている国布林の経営目標は・ 給伐期を定める原則と し 

イ,給伐期の項でのべられてお り ・ それに よると、森林法に規定された 

田有の森林経営は、収穫の保統を確保し、 才三者の権利を保際して、 

力もしくは一ﾡの冊要に適した林和を生産すること」 c新たに、 「国 

林客里ﾡは、管ﾡを委ねられた国有財産を経済的に運用し、それによ 

つて最多貨ﾡ収益を述成する義務がかる」 ととがっけ加えられた。この 

の厚は 1951 年の規和に もそのまま う けっがれているが、 しかし、こ 

つ原ﾡを上 り 具体的に 示した「一般の場合にはﾡも冊要される材種を最 

多；て生産する ことに 努め、 もつて並多額の収人を企図ナべさである」と
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Wう と とろは、 1951 年の規程では「保続的には高のﾡ位生産をげ 

るととに向けらるべきである」 と改められた。

ところで、191 0年の規ﾡでは、ﾡもﾡ要される林ﾡの利定につい 

て解説を試み、 それはたとえ高山ま たはﾡ谷にある製林所が唯一つ○ 

木林ﾡ要者かまたは人 口稠密な 地方 では、 その地方の番ﾡを主ﾡとすべ 

きであり、人口ﾡﾡな山間の林業は確突な販路は遺隔地の大市場にﾡ存 

せざるをえないと つた経済立地上の差具に よ つて或いは長大林の生産 

を可とし、或 い は 細 小林 の生産を有利と すナると のべている。しかしこ う

つた判断がつき 難一般の場合には ・ ﾡ済的成始期判定のために特別 

と調在が必要でゐるとして、主ﾡ樹種別、地位別、令階別に次の諸項目 

を調べる。

① 成林収獲に対する林種の百分率/ , P ・ ・..・
め 探収費を控除した各林ﾡの平均単倍:
○) ),め より成林の平均単価4=+。。十

の 1 a に対する成林林積 ・1。,.....

c 1/a の成林伐採収入 4s。=%o。?.。,.....

f 10年間における叩伐成林収入 Dc5o_;。)
の) 1 ha C 対する1 0年 尚 の価格増 加

/ 1 d C 対するx 年 間 の 深林 純 収 入 "

rの1 0年 間 の 増 加 r。- %。 

の)はいへか、之る時期にﾡﾡ大なる林種を多量に生ﾡするかを、の は総 

伐期の範四の最高限はいつかを定めるのに使われる。規和では、それら 

の 資料 に もと ずい て の 給 伐期 の 査定 方法 を 詳 説 してい ろ が、ここで特に 

注目される点は、 指率C上つて成始期を判定ナるという .Tudcic/
の 林分 経済法 と は 異 つて、樹種や林分の成長状祝況に応 じて指率と 森林ﾡ 

収入とを使い分け、どちらかといえば森林純収入を重視していることで 

みる。このととは、 「..... か く して得た収利率が多少低 くとも、最高 

の森林純収入が得られる如き輸伐期によるべきである。なぜなら、国 

家財攻に るっては、収利率がか る 程度低 くても 最大の収入をるげるのが 

納策だからでおる。 しかし、 とれに反し、 森林純収入の多大を期するた 

めに、著しく収利率 (土地納収入) を拍するおそれがあ り、かつ技術上 

の手段 (間役等) によ つて 林 積 や 形質 成長率 の 地大 を はかり えない場合 

c は、 たんに森林ﾡ収入の最多をかつて輪伐期を延長すべせではた い」

とのべてる ことから明らかである。かく して、数十年前上 り林学界の 

文紀的学注と を っていた土地純収就 説は、 Toring の提案にもかかわ 

らず、パィエル ンの国有では迷に突施ざれるとと なしに終ってしまつ 

たわけである。学説としては、 その後も、ナチス の時代に至る までの数 

十年間王座 に 座 り統けたよ う で るが..... 。

傍伐期や成熟期 の判定基準は、このょうに Judcio/ の林分経済法 

とは異つた方法がと られたが、伐採林分の査定や伐採量の決定のやり方 

は、林分経済法そのままといつてるよい工うでるる。 そして、とれは、 

1951年の規和にも大体うけつがれているが、それとの対比で、とく 

に由目されるのは、保続概念の解釈の仕方である。1 9 1 0年以前の規 

ﾡでは、保続概念は狭義に解されていたか、1 9 1 0年の規程では「正 

当の桜を失せずにﾡし、地力の維持、 生産力の向上に努め、材ﾡ企ら 

びc缶格成長をでき る だけ良好な らしもること がで e れば、保校作差の 

原則はナでに完全に突双されたとい5べさである」とのべてて 氏突 

の解釈がと られている。 ※積調査を今後十年間に伐採される予定のが分 

cついてだけ行うことにしているととたどる、保続のこのよ う な開家か 

ら生れた ものでかる。こうしたととけは、収護量の保統よ り も ﾡ々Pがグ 

ことに判定され た 成 熟 度に 応じて 伐採林分 を を め るこ と を 優 先 的 " ろた 

る株分経済法と して は 当然 の 帰結 で ある とい えよ うo

前述したようc、 195 1年の規和は、 1 9 1 0 年, の 規程 を"'/レー 

部分が少く ない。たと え輸伐期送定の本原則でる国有が"パ日品 

振とか、伐採林分選定の踊たどにはほとんど変りがない。しかし、 契 

、従来の規程の不術
ﾡされた部分もかなりゃる, そして、この変更には
た点を改め、一層ﾡ密なた実体ﾡを行うという方向からく るもの と、者

え方そのものの変化 からく る ものとの 2 例類 があ月 。

一ﾡ精商を災ﾡ把担のためになされた修正ないし追加び項の支な2 
○としては、 細な土披むよび確生岡益にもとずく地図°パゲ) 営 

位、ﾡﾡ、株令、生長状祝、 B閉度、铀 全性 等 を メルク:-ル とする 

#分差のヨ査 造林計面の前提と なる倒種別、林分 別 の成長 状態 のど 握 

や、立地 不適 な 林分 の 調 査、優良品種の永続的供給のための受党がCだ 

する配座などがめげられる。 なかでも付録4として&十頁 (原文で) に 

わたり詳述されてい る立地調査方針書は注 目に 価す ろ°

このェ うな、実態の村告た把振に向つての変更なWし追加は ・ コ リ科
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学的な施業の実行のための必須の条件であ シ ・ 地味ではあるが、規程の 

着実た前進を示すものとして高く評価される。

考え方そのものの変更からく る修正のうちで最も ﾡ木的と みられるの 

仕は、保続板なの修正である。前述 したように、 1910 年 の規程では、 

HeyeやJudcio/ のいう意味での保続、いわゆる木材生産力の保統 

とう 広後の解釈を していたのである が、 1951 年の規程では再び木 

列•収項 量 の 保続 と い う 狭微の解釈に重点が移行している。このととは、 

まえに、 1910 年の規程よ り引i用 した保続の解示についての設男文が 

1251 年の規程では市除されている と と にﾡ的に現われているのみな 

らず、規程の随所に、 その影響がみられる。たとえば、 191 0年の規 

ﾡでは、ﾡ積調査は今後十年間に伐採が予定される林分についてだけ行 

うととにしていたが、 195 1年の規程では、 それ以外の林分について 

も 密 朝 ならび に成長量ﾡ在 を行う ことが望ま しいとWラふうに変更して 

"る。 た、初たに、作業級の羽在蓄積や成我髭のほかに、当為寄積 

(法正諾積) ・ 目的寄積、当為成長量、 日的成長のﾡ認を規定してか 

り . これらの数学の問の関係が採ﾡ年伐量の決定に大き な 役割 を 架す こ 

とにたつている。

] 9 5 1年の程におけるﾡ準牧の定方法は次のょ うに手点を 

Cことにたつている。 まず作業級全体と して の 次 分期 に おける 取機面 

がた企板の関係などから、 過然林分が多く裂された りかるいは未ﾡ#分 

をピ探ナ る ことのを いよ うC、かつ、収殺量の変動を必従最少限に止 

やるﾡくする方針のもとに状定する。このsい、令殻配置が不法正なと 

きには収桜量の将来の推移を十分見きわめるととはもちろんである。か 

く してきめられた収 種予宛定 面i ﾡを伊々の林分に下すわけであろが、この 

さい 予定面秋を根械的に消化するととなしに、 W力的Cやることが必 

型でかり、一ﾡには、 予定面積よりも若干余裕のかる制当が望:れるが、 

例 当 が 大き すぎて 更 新 や 保育 (間伐) C支際を来さないように注査する。 

戊摂林分指定の順序は

") 成長が変えた林分

め 過去の更研林分の残り

©) 立地 不通 合林 分

S 配量の関係で伐採を変する林分

e) 離伐 林分個所

バ 施業 目的の関係で行う 伐期近い林分の部分的伐採(更新予備伐の

如きもの) .

の) 成熱林分

の 今後20年以円に成熟を予定される林分

この順 序に より 選定された林分のﾡ量が予定面ﾡと 較され、それを 

ォーーしているときには、林相を査して良好な生長を持続している 

6のをはずす。こ う してさ め られた 伐採 予定 林分 の 伐採 予定 材 

ﾡに間伐予定材秋を加えた も のが番定的因ﾡ年依量 

となる。
このﾡ定的析年伐量は、各校の保続性を表わす尺度、すなわち、ﾡ 

年成長量、 平均成長量、 目的寄統と現突著積との関係、現実収检率と 理 

想収獲率 との 関係 など によ って 検 肘 され、sらに、 数字的に把ﾡできた 

いょ5 な造林的状況と か林役権の関係と つた設点から も検討して最終 

的に確定される。
大体以上の ェ う 企手風をへてﾡ靴年伐量は確定され るが、この手 頂 官 

体は、 1 9 1 0年の規程とそれほど変つてはいない。とくに ﾡ定的ザ 

準年 伐 量 を きめる ところ まで は 旧 規 種 に み ける 俣続析念 の 説明 が 明除さ 

れたほかはほとんど同文とたつている。したがって、1 9 5 1 年の規程 

も収密予定法のタイブとしては、旧規程と同じとうに林分経ﾡ法的とW 
えたことはないが、改述する給役期に対する表現のいと、収区監保 

統Cかなリウェイ トを置く ことCなつたことたどょりして、ボ分経西 

的色彩は旧規程上 り もかなりﾡれて さてる。
旧規ﾡにかいて評論されていた燃伐期は、新拠ﾡではゝ はるかに" 

な設明しかなざれていない。と くに旧規ﾡで重吸な役割をもつていた指 

率 (土地純収入) と5言葉はかろか、森林純収人といへう言業すら使わ 

れていカい。 とれは何を物証るので2ろうか。規程 のみ から その 真通て 

読みとることは困躍でかるが、新規和で「一般に総使はﾡ定的な3質じ 

るとずいて状定され、 その際に、設定された施染日的形態から出発して、 

特に 目 的 材林 が 考感 莒 れる」とのべていると ころから 判断すると、 売 

と か 森林純収入 と いつた欧字的根拠にもとずいてきめられる性質のたの 

ではないとい う考え方が強いのではないかとﾡわれる。すなわち、担率 

にして も、森林純収入Cしても静態経済的た思考の生でうかゝ その 

5なも のでは長期にわた る動態経済的 な 局面を対象とす る 給伐期 の基準 

とはなりえたいと刊断したものと推ﾡされる。 起的方法上り経験的方 

法への移行は ドイ ッ の森林任ﾡの展開にかける一筋の赤い糸で あるとみ
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て上かろうゃ

このことは、所規程において、極めて 慎 重な 態度 では あ る が、代表的 

左経験的森林強理方式である照吏法をとり入れる道を開いたことにも羽 

われている。付録 Iとして「照益法的方法に よ る森林経ﾡの災行た らび 

にﾡ査林分の設置のための手引き」をっけ、造林的関添や濺林備造的関 

係にかいて 従来の方法 よ 9 ・ 照査法的方法に よ る段理が逆 し ていると と 

ろでは常林署 (事発区) 単位で、との手引さにしたがつて登製しうると 

して ルり、序文 によると、 とのチ引きをつけたのは「森林経則の発展の 

ために」したのだといつている。

これまでのべてきたととろで、 1 ? 5 1.年の規程が、 かをる経ユ方 

式を とってい る かが、ほほ画きだされた上 うCう。 それは、 ちろん、 

19世紀的な単純な平分法ではなく、 1 ?世記末から20世紀の初期に 

かけて支配的地位を 占めていた林分経祈法でもない。また オーストリ 

こにむて独自の発民をした法正寄ﾡ法でもないし、生長量法でもない。 

それらの全部そミ ックスした組 み合 わせ 方法 とい える で あろう C そして、 

の調に経験主後的なﾡ度がみられ るわけで4る。このAについて、 

"t'e4 博士は、 最近訳者への書簡のたかで次の うにのべている。

「30〜4 0年前さでは、われわれは、 染林経題Cおいても森恭評ﾡ 

"おりてい そのっどたた一つの方法だけを使川していた。 森株経品に 

3°てその一例をかけると ・ 平方法、令級法、生長量法、普が法といっ 

た方法のどれか一つを、森林の特孫性 をﾡ版ナるととなく使月していた。 

今日では、森株の祖ﾡや所布祉を考感し、 立地(気象、土ﾡなど) の相 

途を も 器細に 网査 し、考版している。 そして森林経理にあたつてはたた 

一つの対果だけから稽路をだナのではな く、いろいろな方法を相互に比 

段しながら、 bのあるﾡ定的利断に委る。このよ う な 考え方は 森林肝 

価論でもとられており、一度に たくさん の 力 法 を 使 用 し、それを容休の 

個別的な特殊性を考慮したがら一つの鑑定的な判断に倍合するのである」。
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I 森林施案編成の課題

林さず祭日成の日題は

a) 契 区ゝ体に対する引在の証済的な ら びに造林的甚張について、 

森林統計ご国土叶計画に対して も役立っよ う な 底観 的な俛 を與 え ・

b) この基と、添林が用いられるべき 目的から経営 目的を導き出し、 

証営原則立ﾡ開し、そして橡準年伐量を研究 し、

c) 施業|汁/に おいて、次分期における施繋を規制し、

d) その突行を硫保し、同時に経営成果を指摘することである。
ハ

Iﾡﾡ調査

I-1 w S 区

共通の管 型単位 にﾡし、したがって独自 の年営計西をm ら九得る

よ う な来林と結合して事築区とする。

通常、 1は林野の田有林が一事業区を裕成する。

妥 当な那由 がある時(たと えば著しい経済的な味があ る林役権が故 

営林野にわたつた り、 あるいは数営林署の一部におよんだりしている 

時)には 1 営林野1事築区の広則からはなれてもやもをえない。

I-2. 所有: ' ﾡ、権利関係
すべc、,林施黎察の編成は本渠区の所在、者理、林役槽などの関係

を、明俺 にすることに よつて始まる。
所行関係は歴史的に把独ねな らい。最近の立 地所守の状態は: 

林培の協力の もとに、最近の状ﾡを示した基本ﾡにより暗だする。6 
の益果は基木町I、 Ia、 Ibを通じて一致させる。不一致の場合け 

説明をﾡする。
管ﾡ関係(機神、 今峯 の森林施梁 案の 沿革 ―こ 関する歴史的 考察を 

行って、新しい経営計画 と過去と々結びっきを計らねばならない。

契存している林役権には特に注意する。なんとなればこれは通常、

薬区の経営に大さな影ﾡをおよすから。
問 時に慣行特売 その他を合めた広後の林役ﾡの現状を、・ﾡ別に時 

認し、 それを詳に能述し、それから経営突行のさいに受ける負担と 

評量す る。

I一る 森林区画

事業区はD1otrikt (訳者 : 我国の○○国布林に相当する)に 

区分され: さらに、林班に区分される。 この区分に対してはな想性な
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らびに組織づけに対する姿求と ・ 林に おける位置の明示が決定的要 

楽である。

したがって Diotrd と林は永久的区面である。他所有の森林 

によって囲まれた部分は、 通常、1 D10t-1kt を形成する。

一団の森林はD3bFikE に分画されろ。 その数と範囲は、地形の

差異、林役 松の 貧担、 過式の所関係、そのほ かに よつて 決定 される。

班区画の さ いに はﾡ林的なら びに施ず抜術的観点も ま た考ビされ

る(例: 海抜面や方位の状況、伐凝失行の難風搬出状況、口や火災 

ﾡ止など)。 それのﾡ界線はでさるかゞウ、天然 の境界(尾根、谷訪 

河川) を利用するが:それが利用でき ないと きは人工 的 な 境界(道路、 

区ﾡﾡ)による。 この永久的来林区西のうち、森林の歴央に対してﾡ 

ﾡであり、住民に 裁 しまれており、 そして国土測のさいに合区画 

の形成の ために使用されている ものは、 やむをえない地合のほか変更 

することがでさ ない。

林近区司扱と D1Gtr1kt 区亜故には林木を生育させてはならない。 

これらの区西ﾡがた ゞ森林区画のためにだけ用いられる所では、その 

ﾡは3ロで充分である。 ;同時に山火受兵風に対する保認を来ねる 

所では、 それ相応のとする。 その他の林ﾡ区画ﾡの特後は、場所的 

必要度に応ずる。

D1etr1kt は ローマ效空で、林変区画はアラビプ数字で示され、 

通常 東北から始ま、時計の卜の方向に進む。 慣書的な名称は、や 

むをえない理由による以外には変ﾡしてならぬ。 p:etrikt のﾡ 

異は 緑色 で、林班 区 u 線は 朱色で地ﾡに示す。

I-4. 面ﾡ区分

適正な森林区面 とならんで、 正しい面ﾡ区分が状況把ﾡのために必 

ﾡである。

それはつぎ のよ う に区分する。

-除 地

-A 休器地(ﾡ鋼)-・は 地「エ ゐ 林

中林

殻 林ra)ナラ 4皮林

一b) そのほか の 朗芽

更新林

一B林外 地

4 林菜雄 : ( が契地 )

工荷林

I中神

ロ殻林 ・) ナラ―皮林

b) そのほか の 明 芽 林

林茶地 は さらに 次 の よ うに分ける。

1地

a) ぬ条休。 :永久的に林木成に供される林ﾡ。ただし一時的 

に林木が生えて いない場所、ﾡ地、突い(宛兵6ロ以下で岳 

号のついていないもの。 )、区画線、ﾡなどと合む。

b) 黙常施ﾡ林。 :通のぬ染にはあまりみられないよう立林分 

ゃ、収ﾡ能力や経 的利用 度が 1 ha 当り1ロ以下のもの(例 

:ﾡ型林、 アルブスの 森林 など)。

c) 保ﾡ林。 :かなりの面改がア生ぬ能の維持(ﾡ:が 

鈴、 土地役はﾡ止)や、 特ﾡな経営目的(例:伏笑所の間E2 
※) のために、 永久的な式林被出に役立つ特殊な意投いな受 

る時に、 施災林も黙常施築林もともに、保安林として、 パパ 

に分ﾡする。

2. 除 地。

a) 固定苗団。

b) 小試ﾡ地、建物敷地、話闘。

c) 個員 6 m 以上の道路 と 区画線。

貯太場、 ﾡ路、森林鉄道。

a) 荒廃地(砂利、砂、ﾡ土、 泥炭などの
o) 不毛地。; ......... .* 林 経 終 ­  サ る り

あるいは 事 繋区 か ら 区別 されてない不 毛地。) 

すなわち全然収寝が 行 な われ な い土地 ( 例: 利 用さ"下パ 

uoeor やハイマッセで それが災際に収益を生まない4合。

河原石の堆線した丘)。
ここには通常、ハイ マッ地帯よび樹木ﾡ界以上"ロいを合 

んだ 金不 毛地が はい る。

f 番号のついている林通i。

g) 水面ﾡ。
n) 1時的に農薬に利用されている土地、(鼻. 獣飼行 地と欲固を
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含む)。

特に 山岳 林塊 帯に おける と うに、比較的小さい面ﾡがしし 

ば林地になった り ﾡﾡに なったりするところでは、費用 の点を 

考量して、除地 の超入調 駐 は や ら 厶 いでもよい。 ;そ れは 目 河 

で充分であ る。

B 林業外地

1 田有林管林局に所ﾡしてはいるが本 IaとIbに示されて 

い た い土地。

2 2-に のらない不毛地 c 例: 樹太ﾡ界以上のハイマッ地荷)。

5. 永久的に歴柔に用いられる土地。

I-5. 立地調査。

気ﾡ、位田、土網は、森林ﾡ営に対して一般的な関係があるとさも、 

特殊関係があるとさも、 できるだけ数字や因面でかりやすく表わす。 

;特にﾡ著な局地的特殊性を強別する。土壊の朋類または、それから 

ﾡ成される土機の形態は、 ﾡ生をあわせ多えながら立地川位にまとめ、 

ﾡ林にするその特色を記述す る。土壊 と ともに弟露、知森状ﾡ、土 

ﾡの水分継済済が立地単位の区分の原因と なる。すべて の 立地的差異 を 

小延別に こならびに必ﾡに応じてさ らにハさい面ﾡ単位に)伐 契計 函 

(ﾡ式8) と林分沿ﾡﾡ ( ﾡ式 1 5)に記入す る。

立地日査は。立立ﾡ8査のための指導書" (附録；,)に もと ずいて行う。

1-4 林分差の区別

林分差の区別は施柔および収覆に影ﾡをおよすあらゆる相違を把 

類せねなら ぬ。 ; それは森林ﾡ成 の正しい像を央えるからである。

1林分は、立地、地位級、樹種、年令、林況(.生氏量・ 砕密度、R 
雄 変)が できる だけ 単 -で なければなら2。

区別 の 前提 は これ ら の 関係 の 少く とも1つにおいて、その 周囲から 

本質的に区別されるこ とである。

すべての本質的な林分迷のできるだけ完全な把ﾡの重要さは、林分 

区分にも とづ いて令級一見史 が構成される c 令級一覧表は収ﾡ面ﾡﾡ 

り当ての基礎になる) ということと、林分内 の羞異が大きければ大き 

いど、林分 ぴ査の幼果的な利用がでさ なくなることと、 さらに、埼 

楽上 の措置は、同ﾡ類の林分を対象とする噂、それが より 明限 にして 

かつ信でさ るよ うになるこ とか ら 契 えられる。

他方、 その区 分は 細 か にな りす も てはならない常に施衆の拠約さ 

科和せねば な らぬ。商5山林ではたゞ特に重要 な差 異だけ を斟的 すれ ば

たりる。

無立木地は

・) 経那期間内にﾡ林されるもの

v 経理期間内に造林されない もの c 例えば壮令林において界折れに

よつ て 生じ た穴 )

に区別せねば ならな い。

-7 小班区画の形成

小班の区面は区分された林分の差典から作る。 そのさ い二緒 にで も 

るような林分整然を まとめ、x地や形賞、代 援列 区 に おける位置、 道 

材(高山)、組織づけ を考慮 して 区分する。

1小班内に多くの林分迷ぬを合んでいる場合には、さら に分デラ 

torfュ.achonに分ける。小ェはぬ染単位であり、染の秩序づけ、珠がパ 

の利用、収秘お よ び経費の記帳、 森林沿革はのき礎 となる。

小班区画は、従来の小班区部が前述の原則に適さなく な?た登合く 

除き、必要やむを えざる特別な場合においてのみ、変更でさる。その 

変更のさ いには施薬案にその理由を示す。
小狂が、 然の城界や道路であ界づけられない場合にら、の 

づけ は、できるだけ屈折点の少ない直ﾡで行う。小狂区西は)い? 

ろな樹優、混交関係、年令へ を伴つた数多くの林分差受が) 全体 とし 

て、1つの権薬単位と記められる場合には・ これらの数”くの林を度 

異を併合でを る。 . ,

小班区面はそ の施 業単位 と しての件質を考恵 し不釣合に大 ・ 

力ら ない;通常1e以上とする。
現地で小班 区画 をはっき りさせるために約別の地合のかは, e 

1～2 nの界線を伐り 例さ、区面約に沼った白いペンキ金りパ全円

(または 半円)にょつて明示する。
区 商 ﾡの ﾡ量は入念に行う。 との面ﾡ計算は逃造本付の炎出-で 

る。小ﾡの記号はラテン文字の小女学字で、通常、 林班の曳北 かり 治

ま り、時計の針と間 じ方向に進みその記另は 地図では 国 の央板で がす: 

分班の 記号は、小雁の紀号に数字を付記 し、 (ゴ' 9 )Sのザ

は地図では破 線 で示 す。双地において、分班 の境界 を 明らかに する 必 

ﾡは通はない。必ﾡな場合には、区画線に浴って白点で示す。

-22-



たとえば あまり面償が小さうざるのでゝ といつたようなﾡ由から 

分ﾡとしての区分にさないよ 3な林分ﾡは、林分口事でとれ相応 

にお及する。通 常、 0.1 ha 以下の分班*区別 しなtい。

老令太とﾡつている更新中の林分はd, ぴ などによつて示し、そ 

こにしている皆伐跡地と更新地はd、 をなどによつて示す。

分班に別れている小班は、 通常は小班2号に数字をつけて表わすが、 

分 京 が 小ﾡの全面ﾡ に 比べて非 常 に小 さい場合には、 本米の 小班区面 

に対して i つの分斑記号をつけてあらわす。

2要でない名令残存木や : 立木度 0. s 以下で番ﾡが he 当り50 f 
以下の4伐作契の母がは後伐(V一3b参照) として、面ホ区正をせずに 

取扱う。

I-& 林分記事

各林分 (小ﾡ乃至分) は樹ﾡ別配分 ( 面ﾡの 5 、 たゞし希少

樹f f---- 例 ; Tanne, Larche, pouglaste. そ の ほ かの 広葉樹--- で 

は面ﾡの1 まで)、年令、混交 形、発度産、生長、形町、立太度、 

地位扱にしたがつてﾡ密に紀述する。

交林にいては. 個々 の樹毓は、◎力 面風 割合に応じて 占有面項

を算出し、 報省する。

記ずは、その耕 かれた ものか ら、 流林的処ﾡの必要性と合目的性が 

判断できるように、 m、 明味、 充分でなけれcらない。それには 

附ﾡBに示した記号を用いる。 それはﾡ採計西かﾡ式1 5のどちらか 

ーカ・ または その 両方 に 况 録する。

林令は、 生氏総付の評量さ よ びﾡ局収殺の松序づけに対する評量 

のための今設関係、蓄員関係、生長関係のﾡ認に対して大さな意後を 

るつている。

したがつ て 年令 の 瀏 近 はで き るかぶ り納確に行わねならぬ。完会 

に更新が発了 した林分においては特に入念に行われる こ と をﾡする。 

造林報告、実行照ﾡの記入事項、林分沼革ﾡはこれについて必ﾡな 

資料である。

ある林分の夏新が先金に 完成 していないと きには、 現存す る幼令林 

についてたゞに 年令の上限界 (たとえば1 2年ﾡというように)だ 

け を記すに 利 め、平均年令 の 決定は 造林 の完成窓、 迷し控える。;e 
れでは、 その面償は、 式宏的に»1一1 0年生"» 11-20年生 

の御に示す。 それより も高5令の更新地は分班として区

・・2一

別するe
もしﾡ々の地合に、 幼令林の生賢が茶圧、ﾡ獣の食ぜ、放数、 、 

虫害、そのかによつて非常に害された場合には、自然的年令ではな 

く、ﾡ的ﾡ令をm認させねばならぬ。すなわち、 常に狭い年論部 

分において、 その年輸の全年儀数を年心決定には用いずに、生氏を訪 

げられなかった場合に、 その狭い部分の直ﾡに達するために妥すると 

思われる年 1数を年令決定に用いる。 ;現ﾡの年令は括西書さで示す。 

それに反して、 幼令時の生賢が逃いことが、立他 の 結果 として、小菜 

区における通常現象である場合には、現災の年令を記述する。

異令林では、林分の平均年令と同時に、その林分に生ずる年令限界 

を記す。

た、さわめて小面ﾡの部分だけにかさぶられる年令逃( 例 : 前植数諾 

グループは,• こ、では論じない。
更新林分において、 者令樹、幼令林、課地の、現実的分無が不可能 

な場合にけ、 それぞれのﾡ分面ﾡに関する計算または見試りによ?て' 

ﾡ定的分離を行 う。
面ﾡおよび令般一ﾡ表では、 二区ﾡ状の林分では、上 " 

木に っ いて 調査した 立木度に一轨する部分面債を老令林令"": 記 

aし、 その残つた面ﾡを、同じ 行の上に その幼令林今板について示す 

というよう に報R省する。 経答図ではとれは、経営の破点が置かれる令 

設の色(記号)で示し、または特別の記号でしるす。
地位級は 年令 と 平均営高に もとずいて、は復我を 基建 にしてな 定す

る。

-2 樹ﾡ別、林分型別の生氏状ﾡ
ﾡ存する樹証は面領密分、 平均地位級、平均立木度、を数学的担 

ﾡし、 それの遺林的関係、特に場所的生氏状況をと評武する。総林木に 

対するむﾡ別配分百分 率 はその面 試 に したがつて調査す る。

現存 して い る 杯分は、 双似の取 り 扱いの保育的経過 と 更新継過 に関 

して地力的に央型的な林分型にと り まとめる。 そこに得ら丸た林分型 

は面ﾡと林地面ﾡの%に したがつて数字的に記述し、それの造林的状 

銀を評量する。 この確認から目的設定のための貴近な知ぬと、 過林方 

tの組ﾡ的な規成のための基礎が得られる。

ー 1 0. 立地不速合林分、総康状ﾡ

立地に 不ﾡ合な林分 ( ま たは林分の一部分 ) ○伏採 と合立地的む日
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の 造林によ つて、材ﾡ生氏と征価生炎が増州加する。

したがつて施薬案には、どの林分が 羅いも なく 不流合であるかを示 

さねばならぬ。 ここにどのよう な 造然的 行為 を道用す る かはとの塩柔 

計画が決める。

同ﾡにして、確度状ﾡが不法正とみなされる林分の一覧表を作る; 

価位の著し く 低い林分 ( ま たは林分の一部 ) を数劇する。 なんとなれ 

ぱ、俊採計ﾡの作ﾡのさいにはそれらを特に考量せねばならぬから。 , 

ここで巴告、風害、 そのほかの際害も考量する。 ,

局地的な経験 と 同時に、伐木の時の記事、主伐 と 開 戊の時に おけ’る 

廊れ係の数、 外想上明らかな勘砕損1の状況・ などを説明する。

I-11 極子 品質承認

a) 林分、 それが林木品ﾡ法(Foretichon Artsegets)の規定 

にもとづいて、どの程度に承認されており、育成 される価值 がある 

かと いうことについて検査する。 その結果を総諭に記述する。すで 

に林太品ﾡ法の承認がある場合には、これを横査し、その越果を同 

ﾡに、記述する。 施菜案には承認された林分または示認が問題とな 

った林分の 目録を添え る。

永祝的なﾡ子供給の確保のために、 通滞各事業区において、まだ、 

土着の林木をし、 品度で生長力がある若干の林分は、材質と材譲 

絡村を考はにスれた上、更新伐探から路外して、炭子授成予雷林と 

して明路にする。

I-12. 面頂 および令級一覧.及

面ﾡおよ び令級一覧 衣は 槌 式 1 によって作る。

林役の負担のある事業区 c 存 す る林役はの負担を受け ていな い小迸 

は赤イ ンクでeす。ただしある小班でた ゞ一部だけ役ﾡを負してない場合には、 

単にとのﾡ分の面ﾡを 小 班の 下に赤ィ ンク で記入すると と もでゝ る。

一部の百秋が林役権を負担しており、残りの全事業区が林役樹を？ 

担していない場合にも、同様に処理する。 予曲林(たとえばナラのチ 

ﾡ林 )は青で記入す る。

分班はその年令に相応した令級に記入する。

令級は施柔林、異常施策林、保交林に分けて集計する。

異常 族 業林. と保交林は面ﾡおよ び令級 一覧表 に令 級別 に 示すが、 

しかし色によ る区別そのはかに よつてわか" やす くする。

面ﾡおよ び令役一覧表の終 り には現在の令級を面稿 と総林地面頂に 

対する%で示い、 同時に目的に応じた令級配分をh9 と総面積に対する 

%で示す。

面ﾡおよ び 令 級 一 表の面ﾡ合計は基本特の桜尻ならびに計西番号 

の所有目録に一致 させる。

令級 一覧表 の はか に、通常、樹 税別 の 令級一世 安 を作る。

多くの林分とその配強から現在の林況に関する院段的像を得るため 

に、個々のものを、樹 協区分、林分型記分・ 地位級配分、立木慶記分 

に応じて総し、グループわけする。

これらの状祝の記事は令扱のわくにおいて行う。钝助徒式 3 と 4
このさい に 用いられる。最だ的総括表からは、森 牀 統計(森林 鋼 交) 

・
のために必残な (樹ﾡ配分、 平均地位級、立木愛、dGE100を含む>

が:合易C引用でさるよ うCせばならぬ。

立地不適合的林分や林分のﾡ康状況に関 した一覧表と ともに、クッ 

フ的記載は、現在の総体的森林状況を、非常に明談に示す。,•それは 

樹ﾡﾡ択の変ﾡ、 優書の大きさ、被害のﾡ度・ 過去におけるなんらか 

の経営的欠晩を示す。

これらの安や図を比較するこ とにょ り、 令林と巻令林のダが2 
かり、そ れe ょつて後ﾡ林木 (訳 右注： 幼 令杯)○優価が から: る。 

収破の価値 と団知に どんな変化が近 く生ずるか、何十年 の間を利なス 

そしてどんな不利が生じう るか、なんらか の 林役権 関 保か 保? 的に 保 

証されるかどうか、 どれだけの期間、一定の材限が従来の飢類と 小に 

おいて供給され得るか、など とい う ことについて注意す る" ,

ここから 給伐期 の過択と 収穫の決定に対して佰値の無'*、根拠かえ P

れる。

-1る 審ﾡと 生度量

・) D 則: .
番ﾡと生氏量の正しい刷査は、信頼 の おける 収 便決定 と 経*:? 

の前拠である。 したがつてﾡﾡと生氏量は特にﾡIにゝ そして］ き 

、る だけ制 巒 に 相比せねばならぬ。番はと生氏量は少く生 受受記な 

分のすべてにっいて隊超せねばならぬ。さらにそのほかの残った林 

分について も. 番ﾡ調査と生以量8変を行 うことが受ましいo
b) 普徴と生長量の調査力法:

「番面1 ﾡ常、林分は別々に 関査す る。そしてそのさい、使用
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可記3. 教可な結示と く こ うないろいろな方法 (全林紙末

8 王 ・ ロ 2 P で,6: - ヨ; ぬえ っ 続 用さ○たか) が 浒 される: 

投 結 果 から 類推 した 査定 や 奴 な後 から 類 治 した 定は、たゞ例 外 的 

な場合にのみ許される。

[野更m] 更新を予子される分の年々の生氏量は、将※10 
年間に対してﾡ査する。なんと なれば,ぼ則 として、 運くとも1 0 
年会にはム業案が更新され、の費: 生氏、 収改がﾡしく調査され 

ろから。

は期収のぎ狂のためには、 5年間の全生氏量を計上する。生 

武は、適当な収認改から引用され、 または林分別の調査によつてﾡめ 

る。( 助ﾡ式 6 )
後番は、不斉林分や生長が設迎している林分において、前者より 

も信頼できる。

ﾡ去の平均生長量から、生改 房 を哉導する ことは、若干の8症に

つていろいろな立地の.上で. 年令 の 地 加 と ともに、 逃年生長量と 

平均生長量との関係がどうな るかを踏認されている場合には許され 
る。 一

°) 作業級の法像 と 生喪 刑

作列級の勇をお秋、当お番山(法正番ﾡ)、目 的 (perbnois-
工8t,8o1ュ una zioiv°rrat)と現実生長量、 当A 

生長量を確認すナる。 確認の位は皮付栄材m (Brntoa- 
°Fbholzfectmotor uit Rindo)である。 普通、 

? 0%の収吸歩止り を仮定す る。 これからはずれるものはその理 

出と示す。 ﾡ記は収秘安から誘けされる。 型在の書ﾡならびに生氏 

量を及める 知 合に材広ﾡﾡが 利 用 で* る 鶴 合 に は それ を 使 用 する。

木度の岬交のために、 通常・ 平均的な央型的林分ける各令版 

ならびにむ種に対して、すくなくとも た 計 1 ha の 既 準 地 を ﾡ木 的 

に 調交して 次投表 と 比 快 する。 (校式7)
全体の現在ﾡﾡはつざの直経級に区分する。 :(補動機式5)
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西紙級 I 胸商直経 7.0-- 23.9cm
" I " 24.。 - 35.9cm

ク 3 4. U - 479cm
" r ヶ 48.。 --  529cm

出ﾡ解 7 時5ごごこ 30.0cm以上

当 ね ご 脚 二 づてﾡ災のﾡﾡが、 迫ﾡであるかﾡ少であるかとい

う こ と を判す ろ。羽突生受量 と 当公生長最の比較に よって ・ 羽在 

の 林分 におい て、実際 の 給付が、生じ得る給付よりもどのくらい下

まわってい るかがわかる。 目的守ﾡにする目的生賢量の関係から、 

迎悪的な 収 斐率が典えられ、 それにもとずいて、突際上・ 目ﾡとし 

て追求されるものが判断でさる。 連年の生氏量と、計画 された 捺単 

年伐知 を比校す る こ とによって、 計面された根年伐量が、利子部 

分 だけ を 意味す るのか、 あるいは部分的な資木侵だとな味するのか、 

あるいは 資本 形成 をな 味する のか、 という ことが推知でき る。

連年総生長量はジ区の我在の総給付の表現である。

貴太ぎ ﾡに 明する特別な犯ﾡが必要か ど う かはそのっど、校隊 

が必である。

-14 価 做 生 曲

価位生ﾡに 関する aは、論伐期決定に ついてﾡ問があ る時のみ行 

い、通、 全森林領城に対して共通的に行う。この時につぶのような 

ことが問題になる。

・) 価値生旅は、直経生兵の時間的品過、林ﾡ収ﾡ・ 平均単価にもと 

づいて考量される。
直証生賢 の最も 簡 な尺度 は林分平均面超である。これは樹都:" 

年令、地位級、 立木ﾡ、材融の等しい林分間においてさ え も、： の 

林分の造林や保育の方法に関係があるﾡ密形ﾡにしたがって交化

る o .
その他の状況が券 しい時、あ る林分の木数が多ければダいと・

その平均山証は 細く な る。
改密が江座でﾡが少い分に:sいては、逃やかにﾡ炎される ・部

級の%が大になれな るほどそのﾡ位生 氏求は 高 いe
直経生長の経過は海抜高、土壊.に依存し、造林の極点や保育に

も少からず依存してい.る。

故術上の詳細に ついては途林方書に示さ れているから、こ・で 

はいろいろな地位級において、 各主要樹種がどんな面経生長をする 

かとい う*実だけを側査する。

致字的調査が行われた林分は、横結に年令をとり、 縦約に林分平 

均直統をとった出表のなかに記入する。同一地位級の点を結び合わ
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せることによつて、各地位級別に 価 々の主ﾡ樹種の直統生氏の経ﾡ 

と示す ような曲株がえられる。

直経階別樹な本数、断面板、材ﾡの配分率(%)を示す寸曲協も西 

かれる。

これらの記述から、収覆表と比ﾡしたり、相互 に 比較 したり、5 
彼事業区の曲線と対比したり する ことに よつて、開位や偶然の結果 

に よる従来の伐探 と 総合 して、個々の形質(Ausformun&) を条 

件づける 因子の影響を説する よ う たﾡﾡがみち ひかれる。

b) 材ﾡ収穫は、典型的なﾡ林においては、 ほゞ法正な立木度を示す 

林分 の 伐採結果 か、 あるいは材ﾡ表かのどちらかによつてﾡ式され 

る。

用材と燃料の配分は、 材ﾡの%で算出される。 ;小量の短尺材の 

収密は長材に合 められたり換算されたり する。

各地位級について ・ 湖近さ れた %を林分年令にしたがつて方ﾡ振 

に記入し、 それを曲線によつてﾡぶ。

c) 各林分における材ﾡ別の百分率と連年の収ﾡ( Holctalen ) か 

ら、価位係数(平均単価、 Qual1tatoz1ffor) がﾡ出される。

個々の令ﾡの曲型的な林分が欠けており、価値生産に必要な会料 

を完会に作ﾡするこ とが不可能な場合で、 老令林分が現存するさい 

には、樹幹折解によつて推定して もよい。

-15. 型材と阪売

森林から消費地または公設の交換施設までの運質をできるだけ低ﾡ 

ならしめう るﾡ送施設は、 森林経営の収益性に大きな影署を与え る。 

したがつて必ﾡな場合には、 森林内外に存在する送施設を示した 

路図を用いて；現在の施設であらゆる既林所在地から最低の翰送費に 

よる木材般出が可能かどうかについて路及せねばならい。 もし、しか、 

らざる場合には、この目的の達 成 のため に、なお必要とされるなんら 

かの施設を、その 股立 の 循済性 に関する 記小 と と もに示す。

まだあまり 開発されていない森林価域については、目下更新 伐採 か 

行われている林分か らの木材搬出を可能にする よ うな輸送施&に意 

を払う だけではなく、 すべての森林所在地の開発に対して必要とさ 

る偽送施設綱の全体を設計する こ と が:必要であ る。丘炭池帯や山岳た 

ﾡでは、このよう な道路綱を書き込 むために地勢を記入した地因を用

いるo
林道網計画がすでに存在 してい る場合には、どの部分が、搬出上、 

最も必拠かを論ず る。

I 歴史的回ﾡ

事探区沿革fがない場合には、 事緊区の造林沿革ﾡと収益沿革待と、 

ﾡ去の 施業 寃%'経営 成果 を 利用 して・ その大きな関述にいて討し、 

そして批判的F:価をつう じて、 将※のﾡ営のために利用せねばならめ。 

過去は特別な慮を払う価ﾡがある。批判的評価にあたっては、 でさる 

かざり、従来の 目的設定、それに属している施衆計面、 その実行を区別 

する。

W 将来の施楽の大網

臾態にもとづいて、そ の森林が用いられる 目的にしたがって、 将来の 

施業と利用に関する一般的原則を股定する。

まず第1に、 作染額と作業級を決定する。次に战種と林分型を 造林 的 

に、 そ してまたそ の生産 給付 に したがつて示す。

1 (梁a
作業額一 で林、 中林、矮林一 については大部分の場合には問題

が な いo
ﾡ林・川添の中林よ び避林は立堆的に與え られる作業強である。

まだ局地的に存在 して い るﾡ林* よ び中林は、土地状況や収益性に も 

とずいてこの 作薬ﾡの継統が 適当かどう かを調査す る ・ ﾡ林へ の林額

転換が動 懐ずけられるの が 普通 で あ る。

保安林、 たと えぱ都市や 温泉の附近に あ る森林、変原林、自動X道 

路に添った保安林帯、に対しては、択伐的施梁の移行を指示できる。

N-2. 経営 目的、立木目的、施柔目的、更新目的

将来の経営に対して明らかな、一義的な目的を興えることは極めて 

重要であ る。

&定されるべき経営目的は、その事業区の国民経済的ならびに私経 

済的な 課題 を序列 に したがつて記す。国民経済的課題は、いかなる場 

合にる、 でさるかざり高い材ﾡ給付と価値給付の迫及、 地力の維持を 

含めた保統性への志向、 地方的な地合には、 その地力に応じた特殊な 

材種の供給、 などである。 私経済的課題は、保続的な生流ならびに収
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ﾡの志向とでき るだけ高いﾡ収益の逆求であ る。

分日的は所興の立地状況に ・ と づいたな的 らびに営的な考 

最によつて行近する。 そして、 羽存する:印記分に対比して、つゞo 
一( 俊 期間 において. どの よ う なﾡ記にﾡまねばならな い か と い 

う こ と を示す。 したがつてそれは一般的た樹ﾡ迎択を決定する。

花業目的は、ﾡえられた林分型についに設定されるもので、この林 

分型のﾡむ任のﾡ術的な生記材ﾡ目的〜ある。 とくに、保育施弟が、 

この方向に添つて災行されねばなら。 <例: プナ大経木育成、ブナ 

電柱材用神材、 マッ大経太府成、マッ 連经材 存成、 マッ境木府成)。

一般的更新目的は、 立ﾡi位と林分型もといて設定され、 そし 

て更新のさい に 適 お に 対 して流用されろむ 価選 択、 姿ﾡ、 漫交形ﾡ 

にもとずいて方向づけられる日的である。

オ-五 作祭8

事求区の内 おに おいて、 大きな林地が、双り の平均的な管理状なか 

ら非常にれている場合には、 努役すなわち、 特ﾡな令級一冗表と 

独分のな年伐量を伴つた西事業区(Untorvorbana ) を選び出 

す。

これ はっぎ の よ うな逃由に よつc生ず::

いろいろな契紙の出ﾡ

生出給付の著しい越異 c特に海安交に大差があ る場合)

* 衆区の一部だけ； こ負担さ れている、 経営に影呼をよすょ う

な著しい妹役権など。

しかし、作果級の分郞が您業案の•オぴ性を定し、そして全体の読む 

を困難にする点には惑せねばなら 。

したがつて、大 面徴に わたつて は い るがきﾡが小 さ い場合 と かご央が 

現われてはいるが非常 に小さい面ﾡにかざられている場合に は 繁 阪 

となるべく 分な しないのが 普通 であ る。

これは、差 異がた しか に 若し く かつ 広 适 に およんで はいる が、しか 

し金事業区に分放されてい る場合に %同様であ る。 事薬区と作染級が 

分豉されている場合には、統計のために行う終的総括は、営林署o 
国有林の全休に対して作る。

W-4 洽 伐期

納ゆ 期 : 3r染 区 3 た は i f で 成 に品括されcい る林分の造林 ふ ら 

更新 ﾡcの 均的 = 産 m である。 すての林 分はできるかぎり、証 

済的成熟に途した時点、 もしくはその他伏探が必要に なつた時点にお 

いて 艮疣せねばならぬ。9 伐期の高さはまず第？ に, その森がが用い 

られる 目的に.逆応させる。

国力-林の林業には、法律的に「保統性の確保と、現存している節三 

者の林益権 ○Bの も と に、 そ の地方お よ び同の冊要に適合 した材ﾡ 

ので きるかミ り高 い 生歴 を目的とするという 課期」が興 え られてい る。 

そのはかに日 林は「委ねられた函有財証を経済的に利用し、そして 

経営によつてできるだけ高い貨常収益をﾡ求 る義務」を布する。

したがつてある 森林 がもつばら (または主として )役他の充足に 

用いられたら、 あろいは保医林と して公共の目 的に用いられた ク ・ま 

たは それと 同 校な凹 係(たと えば"なや日泉の周囲の森林の上 うな 

もの)に用いられたりせねばならず、そして 森林の 利用 が それに した 

がつてﾡﾡされねばならぬ場合以外は、その 羟常は 保説的匸 できる か 

ざり最高の価 i配に 向けられる。
一-般に輪伐期の状定 鑑定 的な考扱にもとずいて行わい そ の さ Y 

に、 役定さ れた 施契目的 形態から 出 して、特に 目 的材ﾡに考店を払

5 〇
必桜な場令には、 個々において、論比期の决定のさいに、 依殊な'* 

(例: 個々 の令8に おける材稲は分や 生薨経造に 関するWﾡ ) が田 

題となる。
これら の市ﾡ結央以外に、 そのほかの致字的に計れない3 (時に 

ね伐期の火さが土值状況、天然更新能力、にほよぼす用 風：。:】 

大、年令の加に#う総こ"のぷ少、集約な間伐旗班の典法、： の他、 

商発的、 過お的、 伝営ﾡ奈的、な理的、なかんゴ く 林役痛 負指等っ済 

点) もまた全に考置せねばならぬ。
必奥 ならば、 輸氏期は施築目的(生政材国目的)にしたが2二5^ 

に定める。 ッッ、 ブナ、 マッ、カラマッが主残出額である奈が対 

ては、これが普通 であり、そこでは常に、次第に 失われて学’く 老令木 

冴似 の 益 ○ためこ、な継署として指定さ れた 共 重木林分と大超べ生

曲のために維持することができる。
か、るるのにいては、 受光生長的施染形(下木植哉、二段新 然)

が必要になる。
でおのﾡ役期は1 0 年単位で決定する。 計女考量がある電四で示 

されるぢ 合 こ は、 その上 限 ン G 度 期 とする。
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多くの主要樹ﾡが非常に発なる伏ﾡを示し、 しかも 作采板が分 

継されていない所では、 ﾡ伏期はつさの公式にしたがって、当該面郎 

と輸伐期の算術平均によつて決める。

翌1・U2+F2・U2
F1+F2

いろいろなﾡ伐期をもつた施衆型が区別される時には、 事薬区また 

は 作業級 に 対する 平均 的 給 伐期 の 計算は、収硬計画のための補助位と 

して の意味をもってい るだけにすざない。

N-5. 造林方針

造林方針は、紙年主収夜と間伐収ﾡを行いながら、ﾡ林ﾡ術的に 

みて、経営の目的に最もよくかつ確実に近ずくには、現存している林 

木をいかに保育し、 いかに更新すべきかとい う こと をできるだけﾡけ 

つに一級的に示すものである。

過林方針は、類似した立地関係や生府関係を有する 1 群の営林署ま 

たは赤林ﾡ域について 作成し、 e して局地的 な特殊性 のみ を特に挙 げ 

れば充分なことが多い。 しかし状祝況が多ﾡである際には、 局地的な違 

林方針が、気条件に優先される。 過伐、 大災客・ などの点でほかと典 

なる事柔区の場合には、 その点を特に強2しなければならない。 ﾡ林 

方は

更新施桑

幼令林保育.

除 伐

前期間伐C Jungdurchforetung )
後期間伐 ( AltdurchforGtung )

に区分され、 このなかでまた、林分型にもとづいて区分される。同祉 

類の処曜を適用する林分型 は総括さ れる。

林地係育、ﾡ収穫、 通材、苗畑施契、植樹方法、 とくに森林保該の 

課題人工施足などはそのつど、適当な箇所に技入する。

V 標準年伐班の算定と施業計画作製

V一1 収後の区分

一主伐収 校 に属す るるの:

c) 更新伐採による収稜。一部分の面ﾡが更新に堀入されている林分 

の主伐的間伐(ED)。受光施業伐採による収投。

b) 主伐収後に指定されていない林分または林分部分において、自然 

的 災害 や病 気によ つて 条件 づけられた 伐採 で. 間俊収段として侵探 

されず、 そ の林分金体またはその一部に更新を動ﾡづけるもの。

○) 一時的または永久的に林木生産が放発されるよ うな林地(苗ﾡの 

設置、 道路術員拡張工事、石切場開&、そのほか)で行われる収検。

間伐収要に風す る もの :

・) 後期間伐による収書。すなわち年令り2年以上の林分における間 

伐、 (ただし1 ・) に したがって主伐•収獲に算入 される 間伐'を除

く)。

. 林分の幼令期にける生氏が立地的 %しく は場所的に条件づけ られた 

育成 理由 から、平均よりもすく ない時には、後期間伐と前期間伐の 

分継年令はす年 より も 1 0～20年く決定されうる。輸伐期が低 

い林分、 地位級が低い林分、 特に主として業お純林によって覆わ 

れているこのよ 5 な林分において は、後期間似と 前期間伏を・ ・ 間

伐。として 総括 できる。

b) 前期間伏、除伐などによる収便。異常施業林における収喪の胎壊

は、 そのっど、決定する。

v-2 収ﾡ面償

各作楽破に対して、 将業1 0年間の毎営期間内に、更新のために。

寝する 面故 と決定する。

収覆面ﾡの大きさは非常にI要である。なん と なれば それが 瓏林の 

経済的利用と年々の林木収後の大きさを現定するから。
収覆面ﾡを割り 当てる指導原則は、 「林分 全体として の過 就化 なら 

びに未熱化をでき るだけ避け ること」と「しかしこのために生ず2合 

分期の収四の変動を、林産物版、地方的域物将要,労働事情やさら 

に令級構成の規則性などを今量し、経営上やむをえい範田内にとど 

めること」である。 ﾡ林的要件も考量せねばなら。

法正林においては、 1分期の収ﾡ面ﾡけ予10である。

いろいろな輸伐期を伴った施業目的型によって規則的に幅成されて

いる森林では 1 分期の収覆面慎は

(群+も ・....... )・ ・ 3 である。

令級が不法正であ る場合に、この 依は 単に比較 尺度 と して用いら

れるに ぶな い。



この場合に収校面ﾡのﾡ り当cに対しては、成熟林分と将来1 0年 

以内に皮熟する林分の面ﾡ公計が、 さ しあたり を要である。

したがって、法正収程面ﾡからのﾡ差が、 どのような範囲内にﾡ持 

されねばならかという ことは、 令級状の面償関係やその性質につ 

いて詳紀に評fすることによつてさめられる。

老令林分の占める則合とその性質は常にまず第一の基準をあたえる。

決定されるべき面ﾡは、少く とも、 次分期1 0年問にV一るの・) 

〜f) として該当するすべての林分を合うるだけの面ﾡであること 

が望ましい C そして・ ﾡ熟林分の不経済に天然下価をでさるかぶり逮 

け ねばならぬ。 ;しかしそれは、 通常、 俊採必要林分、成熱林分、な 

らびにさたる1 0 年以内に成熟す る林分の総面ﾡ よ り も小さ く けれ 

ばならめ。

令級配置が著しく不規則なところでは、収推の予起的矗遇を充分に 

見通す ことをなつてはならない。

落 業採)反 施 の 負担 を 受 け てい る 作 策 級 では、この権利の密保のため 

に収感面ﾡを特に詳細に評量する。

一る 林分の品当

計画的な収護面ﾡを確保するために、主伐収機によつて更新に組み 

入れられるべき林分ならびに林分部分を十分に把握する。

决定 された 収旌 面ﾡを単に械的に処理するだけでは不充分である。 

経営者は伐区の選択においてある程度の自由を持たなければならない。 

なんと なれば彼は伐採に関してﾡ力性を持たせ、結突年度を利用 し、

交林の成立を暗保するために予崎更新を行い、さ らに需要の変励そ 

のかを考量せねばならぬから。 したがつてあらかじめ示された正 

の予定量に 加九て若干の余裕を見込 む必要が ある。

他方・ 余りにも大さすぎる伐探計画作成は非合目的である。経験上. 

それは, まだ 問 伐する 必要があ る壮 令林の 保育を 妨げ、 そしてまた計 

西的な労のを困難にする。なんとなんぱ伐採林分の数が増加するとと 

もに、 主伐収酸に該当する臨時収ﾡが常に増大し、標準年伐注の大 

部分を占めるからである。 ;さらにまた、 伐採計面面ﾡがあまり大さ 

すざる時には造林の労力の関係で更新が困難ではあるが更析しなけれ  

ばならない老令林 の 伐探が あとまわしにされて・ 天然更新の容島な比 

教的若い林分の伐探が強く行われがちである。

依採林分全体を常に更新することは不必ﾡである。収解可自性か制曲 

されている所(例: 1林分のうち、伐採前ﾡから離れた林分部分が未 

成 法 であったり,今後1 0年間に伏探されないような場合、 )や・ た 

ゞ一定の 目 的にﾡ られた収ﾡだけが予定 さ れてい る所(例: ブナやモ 

ミ の予( 造林 ) では 伐採に 予定され、問題になった一部分の現笑面ﾡ 

または想宏定面ﾡだけが更新されるに過さない。

上の配版::保証するためには、今後10 年間 に対する 収複 予定 区域 

面償を約 2 行 と 兄込 めば充分である。

どの林分 cもしく は林分m分 ) が収団名手に指定され う ろかと いう 

ことは、伐採必要性、伐採順序. 経済的な伐採必然性, 伐採成熟、 に 

もとづいてり当てられる。

それはつぶの上 うな版序で考量される。
い過熱で生民の衰えた林分、ならびにすでに既往分期において更新 

にお 手されて い る林分。

b 更新林分 と 全く 関係 のない 残存林分(後伐)、ならびに、®々に、 

現存の林分世代から孤立している保残木で収設されげなら"»° 

(小ﾡ囲の抜き伐り)。;面ﾡの記述は、このような伏採°合に 

は行わな くてょい、な んとなれば、現存林分の 更新の時に'ニ に 収 

ﾡ面αが報省されており、 そして・ 現存林分には無関係で — ：:。

e) 立地不流合林分。これは,近く 収穫が予定されている立地的 ト 不 

通当な立* (I-10おR) や不充分な立木度の林分(原咨、一折

。&&。ぷな: auにiするuaC&Rxピにいては#S" 

ねばならぬようなやや若い林分。
・) 林分を 必票 なかぎり において独立化 し、あ るいはパポなバ" 

で数か所に分け て 伐採 を 行わね ばならぬ よう な"のダ・2 %
f) 一定のﾡ営目的の途成のためにある岩定された C 
部分面値をあらがじめ更新ならロような場地合にだけ 不で 

林分の収ﾡ。c たとえ4伐作業における予(伐) こ°念。夕 

面ﾡは将来104間に予密された収収量を1コやだ° ' 

割ることによつて求められる。
g) 成熟林分。これは主として、ゆ期令に述した林分・ c®を 

過 ざ た林 分からなる。

h) 将来20年以内に成熟すると予ﾡされるすべてのﾡ分。

上記の各ﾡに該当する全面ﾡが、伏採計面より も大き'.、場合には、
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高い価債生長と示し、かつ良 い林分状懸や土 旭状您を示すよ うな林 

分は入念にﾡび出され、 さしあたり、伐採せずに残される。

-4 伐採肝直

伐採計面 (様式8、) には林・小班の順序に したがって すべ 

て の小ﾡと分班を記入する。

各小ﾡない し分証におい て、次 分期に 予定 される 伐採理 と、&受な 

施業処胎を掲げる。

各事業区においては通常「ﾡ然たる林築的観点から、非林ﾡ的処E 
(過 伐)と無%保に 経営 されねばならぬ ような、1 または多数の林分」 

( 訳 者 :成長試験地のごとき ものではなかろ うか) を選びだす。

常急の 収獲は 星印( * )や色でわかりやすく表わす。

田樹林として、 (またはそのはかのﾡ由から)、収 後したり、皆伐 

したりしてはならないよ5な小班や分班とか、純然たる林梁的援点か 

ら・ 非林菜的視点から、非林業的空超(過伏)と無関係に経営され 

ばならぬ ような小班や 分出には、特に記号をつける。

会伏とごく小量の抜き伐りを除き、予ﾡされるすべての主似収密は、 

かりにその面ﾡが場所的に区分されず、 -- たとえば予備 更新 の時の 

ミうに一 た ゞﾡ定的に把掘で き るにすざない場合と いえども、相店 

の面ﾡを記戦する。

前期間伐、後期間伐、除伐の収覆は、原則として地方にいて林分 

的に・ 収登表を用い、皮付素材mに換算して定する。受存する間区 

予曲(訳者 注 : 間 伐繰延べによ る余分の番ﾡ) は収覆安の位に都り増 

しする。 立木座が不充分な所では立木度をﾡ的する。

ク 施染処量ク の項には造林方針書に もとづいて, 更新ん. "と示 

したり、あるいはもっとよく、突行の目的と種ﾡを流切な裂現で示す。

ナでに予定された伐採処置や経営規則自体に は示されていない必要 

造林処置はここ(訳者: 施梁処置の欄 ) で 伐採計画 の なかに 示す。 

個々の林分別の開発処ﾡ( たと えば終材消 )、排水・ 技打、田通、そ 

のほかの施藜処置も同様である。

-5. 標単年伐載

A 計画単備

e) 主伐収程

伐採計画におい て 更新のために設定された総面ﾡで、その時に

伐採される材微収後を割る と、 その伐採面後の ha 当りの予均的

-3 &-

な 伐期収袋 が えられろ。 そのさいに後伐ならびにごく小量の抜さ 

坂 り 伐択のき干の収忍は老令立木の足部分と して示す。この平 

均的な期収図 と、年々 の予定面区 (V一2、参照) から更新予 

定材ﾡが与えられる。 (訳者注:ha 当り平均材債*面償=全体 

の更新予定材望)。

主材门開伐の予定材位は、主我収投に組み入れられた林分なら 

びに受う;施染伐採に予定された林分において伐採計面に定され 

た間伐"役の 1/1o ( 訳者 :1分間10 年の場合 ) である。材閲 

の 査定 に あたっては、伐探面故の二 敗 記載によつて、更新すると 

予想されないょ う な想定面ﾡの上にある保育収長 ( たと え ば余仇 

作祭の彼にあたるもの) も考虫する。そのか、年々の主我的

間伐面Mも確定する。

p) 問伐収書

後期間伐予定材ﾡは、段孫計雨にを定さ れた後期間伐収後の

1/。 eおる。 その仙に年々の後切間伐予定面ﾡをもﾡ定する。

前 期 間 役 予定 面 板 は.： 伐採計西に定された前期 間 伏«ﾡの

ゾ/。 である。 その他に年々の前期間伐予定面試を決定する。 

に特ﾡな除俊予定面ﾡ と、必要な婚合•には伐区保可予定面橫を も 

決定する。 ;このさいに伐採される材ﾡは世通、前期間伏に加算

す る。

c) 喘 定 的な 総編準 年 伐量
更新子冠材改+主伐的間伏予密定村区+後期間ﾡ予定材ﾡ十前ﾡ 

間伐 予定材 俄 の合計が:暫定的な総ﾡ述年伏量 となる。

一終的決定
この日定的総祖増年伐量を保続性尺度: 一 速年総生氏駅、平均 

総生長量、 目的番αと現実番額の関係、現央収穫率と理起的取獲率、 

その他 の保統性尺度 - と比快し、 そレて2ざに、 すべての力の 

数宇的に把ﾡできないよ5な気点( 造林的状況、林役沼 負担 など ) 

を相応に評価した上で、最終的に 磁定する。減 統が必契な塢 合には、 

この額は通、 更新収硬によつて行う。

最※的標半年伐量は皮付素材mで表わし、 つざの上5 に組散づけ 

る。

主伐収穫ﾡ年じ量 

更新予定材S
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主伐的伎予定材ぞとこの定面氏

間俊収ﾡ叔ゃ年俊量

後期間伐予定材成 とその定面ﾡ

前期問 俊予子定材団とその予定西図

除 俊予定面ﾡ

( 区保 ( schlagpflog9 ) 予定而道

ﾡﾡ年俊量のこのような総づけは、年々の計画に対して、 1 

つの拠点と示すものにすざず、 団宛定的な拘京を意味する ものではな 

い。とはいうふのの. 分 期の ※ り に は 伐 採災行量は計面 に.、お 

もね一致させる。過伐は、 通、更新伐探の埼約によつて試盛する。

さﾡ戦年俊量のむ紐別記分と材ﾡ別乱分 ( 2級以上のﾡ材、小番 

木用材、 公材、への記分。 ) さらに必ﾡな場合には主伐収極と問伐 

収密への記分はﾡ定的に見ﾡる。

ソー& 準 株計画

林がﾡしく避 i している 小 業 区 におい て は、非 別な 造林 計 西 を 作 

る。

V一7 濟 道工* と 運材施設に対する計曲、,件道工事な ら びに逸材由設 

林道工事た ら びに逃材施設に対する計 西は事築区またはﾡ々の部分

の 収 殺 節 力 が、かゝる施設に本質的に吹存しており、そして、その 必 

要が必ず しも牧探計面に示さ れえない時にのみ作られる。個々の計面 

の完成には予定費用計算書 を要する。

V一&. 落葉探反計画

南産 物 収穫 の なかで、通常、 たゞ落業収積だけが、ー 特に権利 

要求またはしい特典的な供給が永久的に満たされねならない時に 

一 計面的な拠釜を必ﾡとする。

ﾡ葉採取計面 は 附9IIC したがっ て 作る。 ・

W 択伐林、萌芽林、転投林、河谷林に対する特殊事項

u- 1 択伐林

択伐林事衆区は岡査法にもと すいた方法によつて経理する。 その時

'c は 附分 Iに示した指示による。 : そこ一に 示 した 方法 は、 

試験的にほかの事業区において も 試みる こと が できる。この法の応 

用にあたつては、 大臣の許 可 が必 ﾡである。

キ 住林 に おい て、択 林 的 r 施数される別林分は附ﾡIによっ

て平丞う。

-2 ﾡ芽ぶ

=) 林分区分

ﾡ芽林(中林、短抹)においては、一般的に道路、区画級、河川 

などによるﾡ界づけで充分であるが、 しかし、立木や立地の若しい 

差央もまた小延区分の理由になる。 配分は、合目的的に、胸商 

听面員(落準地)によつて隠あする。

や 年令、%一覧表
下木と上木に対しては、年令 を別々 に般ばし、下がは採定林

分 の面 根令 を、 また上木 附 別に年令を 3 する。

ロ 準 地 ぶ, 査に も とずいて下木ならびに各上木ﾡの面試配分を暗定 

し・ (ﾡ定部分面聞) ・ これを令級一ﾡ表のななかで、所属心級に記 

入する。

C) 伐期

下木輪伐期の査宏のさいには根株の蘭芽能力、ﾡ芽の生長経過、そ 

の利用価値、販売可能性(価格評価を含む)を考施し、 そして、上 

木 の輸似期 の場合には ・ 目的とナる胸 高s 面i証に途するに必要なな生配 

期間を考向する。

a) 林分の記当、伏採計面

ﾡ芽林では、伐採計面が、 それの有効期 問 中 に利用されるだけの 

面ﾡを処理するのでは不充分である。多くの地合、 計画期間は下木 

の輸区期に台しく、 したがつてﾡ入面償は全森林面閲に等しい。 し 

かし計画期間は2 0年以下でな け れ(Y ならょo 
牧探計ﾡは下木と上木について別々にる。

○) 梭単年伐加

ﾡ 芽杯では許通、面欲だけを収図尺と して利用する。成材、粗 

茶材別収投予定材於は、上木と下木に分けて別々に査定する。間伐 

の央 行がガ利 な所(例:上木苗木の初格や、 下木面経生 氏促巡 の た 

め)では、成材、ﾡ交材別 の 間 伐標準年伐量をも指示しう る。

z-3 転換林

・ 林分区分

で林にﾡ換する予定のﾡ芽林においては ・ 林分区分は裕林 と 同 じ 

以現で行う。林分 形成 のさい には、当分保育する分(過波的林分) 

と、すぐつぎの分 期に 更新する 林分(脈換林分)を決定する。
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t種配分はﾡ と同じぶ うにむ n地 法 ( ﾡ 商 武起5 C以上のジ 

定)を用い、 たのむﾡ別腕延西口によつて染宏定する。(例： 林分誌 

面ﾡ10hc ・ 下木27年生、 上木平: 85年生、 03ブナ、02 
ッデ、 0.1カバ・ 0.25巻令のナラ、 む.1巻令のブナ、 0.05老令 

のカバ)。

b) 年令、令級一数

こ こでは 2 つの年令がﾡ査される。 すなわち下木 (前○例では

2 7年生) と上太の平均年令(上の例ではG 5年生) ならびに年令 

問昭である。上木 と 下木の越定画被 沢 当は、全後 一覧表の相応の令 

級にみいれる(例:。ha が令紙、 4ha がV ◇級 )。

c)林分の国成、伐採計雨

& 換 期の わく のなかにおいて、更新 が必要な林分 部分また 

は 全体 - を更新収表にﾡみいれる。ﾡ新の必要ある林分の面口が、 

西換期の年予定の2 0倍を超3する時には、 生長の民い林分をす。

主 は収 夜 に組み いれられなかつたすべて の林分は>伐採探面で、 

保育 茂投 c ﾡﾡ的間伐 ) に よ って示す。

・) 標津 年优垃

話拠がのﾡ増年伐量はﾡ林の原理にしたがつて決定する。

然分別に行定される過斌的同 僕は、主伐収後に加算する。なんと 

なれば、こ の転換林分にけ る保市目 的はあらかじ め刑来の林分立 

新を日的とし、 そして下木と上 木の 伐採 を 同 時 に行うから

間ロ 依 収寝 の福準年伐量は起換済みの林分に対してのみﾡ定する。 

w- 4. 河谷林

1 9る9年の Sayorn 州山林管ﾡ局通告第 2 4 号に抜すい して公表 

された 『バルッ国林う イン河 河 谷林ぬ楽案』に伸拠して 

行う。

v 施業計面突行と突行報告

I 分期的施業計画の央行を 蹄保す る ために 年々 の 術案処置が、その突 

行に先立つて拠譲さ れねばなら。 これに ついては塩業提業作製書な 

ど を参照せ よ。

2. その突行は営林局の決定によつて行われる。 その実行はこのために 

められた世案用浜の何に報告する。

3. 得林薬級では、 告は皮付子材mまつc記ﾡする。それに反し

てﾡ芽林では紐茶材収程 (第2行目に 市色 インクで書く ) も記に入する。

4 療準年代 iに 対比 した伐探 の.状 祝は様式 11 のよ う に記 述 

する。 - .
5. ﾡ々の林分で年々行われる収硬はﾡ染照ﾡﾡ(械式1 2 )に全数を 

記扱し、 そして分期の終りに総計する。

4 事衆照査守、標準年伐用に比べた伐採状況、森林沿革簿は城菜投告 

とともに検査のために営林局に提出する。
z 皮無材 として測定 した材積を皮付材に換算する こと、 ならびに感材 

の部念規定Homa の規定にしたがう。

V 森林沿革部
林菜に対して ﾡ林 沿革 簿 が 童 要 で ある こと は異論 の 余地 が な い。 か： 

るものが例外的に、存在 して いなかっ たり、あるい従米°ピ"二 さ 

の峰ほが森林沿革法にﾡ求される必要事9をたさなか?たり 

ﾡ合には森林沿茶符を新たに作らねばならな いe

幾林沿革 簿はつぎ の部 分からなる。

1 林分沿革法法 : H、.
株分恐茶ﾡは、森林旅業楽編成のさいに各小斑ﾡして"ども"な 

に関する事項をなむ約殊様式 ( 例: 様式 15、15°ゝ1.. 
の他)に配入する。 cの 小班C お け る す べて の " り . 

選と出米事は、非常に簡Kな形式で宮林ﾡが記入すろ。 分でサご 

1品○普 ﾡっ づり またはその他に 総 い 紙年 ・ 伐採、『レ ニピ 

林局に提出する。 .. .
2 軽認的に1田○書ﾡつづりその他に総括される""-° •

• これにっいてはそのつ ど指令す る。

5. 普通、営林署で作られる竹理沿革誹。: - ......
cれは 営林番の 断史的 な継営をでさ るだけ詳し" 述 へ 公。

K 森林施業案の更新

森杯施 菜 案 の 適用 期 間は 1 0年間である。

10年後には新しい森林施※条の堀成が行われる。

しかし例外と して: 森林の状況が得別な事象に よって大きく 受と 

り、そのはかに も主ﾡな部分の変更が生じ、はかの方法に よも急的 

置考宮が見つからないよう時には、10年以内にﾡ償かで奈°盤"

が必要 に な る。

一令3一



往々にして、 このょうな場なには、 分期が終了するで、 定的に通 

用する決定で足さ れる。 自然的9にこって被害を受けた森林で、 

その泰林が再び安定し、彼害のﾡ果が何定されるまで、一定の期間を要 

才る。

森林施祭案編成では、全事緊期(択者:=1分期) の施梁成果を謎 

認し、森林施梁案の基礎を必要に応じて更がする。 そのさいに、 その間 

に集められた資科が妥な助けにな る。

前分期の林施梁案とは、 でき るだけ関連がつけられねばならぬ。

X 森林施業案の簡易化

森林施業楽都成の運ﾡを急退に取り返すために簡易施梁案の堀成が許 

される。

簡易施柔案はつざの事項に向限する。 :

1 笑態 8 査
こ れは正 規 の森林施業案細成 と 同 じように 行われ るが、しか し精 m 

な状況調交と価位生産に関する調査を除さ、 また、 木林搬出、 木材販 

死、 権利負担に関する命述を除く。

2. ﾡﾡ年伐量の設定は普通 の森林施祭案通成における と同様に行う。

3. 俊採計西の作製は普ﾡの森林施業案におけると同ﾡに行う。

4. 品営図の作:

経営目的・ 施梁目的、输 成期変化 など に 関する 決定 が 必要で あ る 場 

谷、これは非常に簡易な形式で行いうる。 古い森林施緊案の利用やﾡ 

林 测 査結果 の 利用 による 簡易化は ・ これが原形の ままな ら利用 し て 

るよい。このよ 5 な も のに 手 を 加えて 作 った義 の 利用 は、極ﾡに問恐 

する。

築務経過の印易化は営林局に委されている。

x :権限と業務経過

x一1 権 限

森林施察案編成作薬の指令. 監督、ならびに森林施薬業ﾡ成けは営林 

局の業務ﾡ題である。 そこでこのために特球な専門報告が整されて 

いるo
営林野は、自ﾡの管 侍 区投に ぴ 用 する 為 然 左 策 寃 の 本 先 的 部分のす 

:cに 以 前 せ ね ぱ な ら a。 ; 営2 .• 卜 7 の ※ 兄 は ね お 源 % 我 の 円 a に っ

けられる、営林ﾡの全戦員は営 林局 の 指令 にもとづき、協力を談務づ

けられている。

森林超業 a には uF A c 訳者由 : 政府山株 局 ) の交書に よ ろ許可 

を必要 とすっ。 そのために、森林施 業 案は梯 式 1 3 (ページ) を用い 

同時に一般的説明、施業 図、立地図の写しを添えて、MFAに提出す 

る。これら.、必要に応じて行われる金森林施繁案の一層細密な検査 

のた めに 保存す る。
ﾡ式の愛更は、 それが地力的な必要やﾡ書に もとずいて合目的であ 

り,かっ それに よつて、 森林施築案の比ﾡが困ﾡにさスしないかざり許 

される。補助様式2a、3、 る.a、3b・ン4、5: 6、は 

選択的に使用でさる。また様式15、 15・、 150も同

様である o
-2 業務経過 .

・) 営林塚は時の経過につれて雌統的に「材積 給付と 価 値 給 付 の " 定

に後だち うる経営成果」を入念に 胞宜し、 分沿ポ領にば2す8° 
ししば特殊な研死に止つてﾡ料の神充を行うこともでゞ2

b 営林ﾡは森林施薬案振成の始めに・ 営林局の指示にし たが:て.

施 業 案 の 実 行、 そのさいにける経験、林況における変化 を強調、 

るような、 施察の本質的成果について報告を行いゝ 変2で奈2 
僕について艦定的なな見を述べ、 それらにﾡづく提楽をだ3° 引 

署納部の 間に. 人事移動が行われたかりの時 には、前 任 者" もな

見の発表の伐会が与えられるo ....
・) 営林局のBezirtereforen: は徴林撃の災行に対するなた:S 
め力ならない。Forstoinricntungoreferen" (訳者注： 列 

国の営林局計西課氏にあたる ) tBes1rksrefS*2二 。P :..e. 
杯塁の理担当T( einechlugigen Betmcen ° 「°ぴーガ 

..vorwaltung)の参加のる とに森林状況を場断的に評量せ

ねならぬ。このさいの考察を基礎にし、営林署やB"i「ポ®- 

ferontの拡案に相応の注な を払いながら・FOrSte1nTS"こE"S 
arsferentは、 非常に簡単な形式で、新しい森林裕業案の尔史を 

ﾡし、仕事の予定とその他の異常な森林状您によって条件づけら 

れた総ﾡ事を次定する。このさいに営林器"B®21r"®"S®TS" 
の突がない場今にその運由を示さねばならぬ。 しばしば、"日 

の の 々のﾡ分のm認は、はじめて行なわれたﾡ ﾡの結 ﾡ:に s ﾡ づ け



られる。 立地査と・ その他の森林 旅棄 案麴成業務の始まる 前に, 

専門家の援助の もとに行 ラ こと が奨められる。

a) 外探は・ 営林署験を使用できない場合には・ Foreteinricht- 
ungereferen: の協力者によって行われる。

森林施突案ﾡ成のために森林施柔案緑成班が設けられる。 ;その 

班の管理は森林施楽案ﾡ岐にあ らかじ め経 験ある協力者(班氏)に 

任される。

森林施探案掘成の外梁に着手する前に、過去の森林施衆案を「そ 

れがどの程度に、新しい森林施薬災編成に転用できるか」という点 

について評価する。 多くの場谷、 過去の森林施薬案からも将来の森 

林 施業 案編成 に刺激 を与え た り ・ 将来の 森林施業案綱成を容めに し 

たりする上 うなものが転用される。 外探を始める時にForsteinrュ- 

chtungereferen: は当該営林ﾡの管理感員の参与のもとに、ﾡ 

炎の担当区域を定める。 班長やその他の協力者にはあらゆる担当築 

務に 関 して一定の指示が、( 必要な場合には文書の形式で )与えら 

れる。

班炎は、 与えられた指示に もとづいて 業務 を 正しく 行う 任があ 

る。

e) 営林器は梁務の維続とその実行のﾡﾡに関して断なく・ 情報な 

提供する。ﾡ長は・ 要求に応じて営林に、これに 関する説明 を与 

える袋務がある。営林磐 と 森林施業 案編成班 長 の 間に 意見の 相違 が 

ある場合には・ FOrsteinrichtungereferent が決定を与える。 

そしてこの決定はその緊象座に応じて、 即刻、文啓で与えられるこ 

と もあるしまた、後の機会に口ﾡで行われるこ と %ある。

f) 外薬の突行役、同ﾡな方法で検査が行われる、そのさいに 

Foreteinrichtungsreforent は、 彼が与えた指示の災行状況 

を検す る。

落業採取 計画ならびに林道計画の 作ﾡは河常、営林 結 によ って 行 

われる。

外薬によつてえられたﾡ料のﾡ理と状林施梁案の作ﾡは営林局の 

Foreteinrichtungsreforent が行う。 施業案の本質的部分の 

草案 が できたならば その 草案 は、 営林野の所見や提案を求めるため 

に営林財に放す。 その所兄や提察森林施染案に 附録と してつける。

つぎ にそ の不：ヨミ を 営林 局の Boziricsreferenton と営が局炎に

提出する。彼等は鉄正意見を同僚に女書で記すe
草案 の 完成 した森林施深案に関して Forstoinrichtunssrefex 

ent と Bez1rkerefont の叫に意見の一致を見ない場合には営林

局長が決定を与える。 このさいに・ 営林野、 For@Eednr1ehEung- 
areforent . Borirkereferenten、営林局長 の それぞれ與つ 

た意見は特に考量さ れhばな ら ぬ。
森林施禁案が許可され完成された後、営林幣に、必要な経雷図を 

加えた完rな施策案を一冊送る。この聆iこは施業案編成のための中間資 

料 は 省略 して さ しつかえない。

g) 毎年4月1日に、営林局氏は州政府山林局に、課 林施業 案 編成 に 

図する 菜 務松 告 を提出 する。この報告には過去1年間(4 月 i B 
3月31日)について、 正拠歯梁楽、的動 施業案別に、 の 

関する一覧裂を添える。

・) 過去1年間に完成した施築案。

め 軍案ができた施築案。

e) 目下草案作ﾡ中の施索案。

4) 今年ﾡ・ ﾡ手される施梁楽。 ,
柔務報告にはさらに、過去1年間に使用された手段・ 従事技?:

(予定と.実行)に関する記墩を行う。さいごに、必要ある*合； こ 

は,経験や改警についての提案をも報告する。

-3 森林施築案の形式 ,
森林施業案は現在の規定の象 目 におむね則ってとりまと " 

の対銀をつけて1 冊 の随冊 に 総括する。立地ﾡ査9パ果"" " 

って脈要であるから、 1冊の特別な交裕に総括する。 , ン
※林施業築の主ﾡ事項は様式13を用い、 令般ポ"監

採 髭 の 推移 の 就 以 は 様式 1-4 を用い、 本文の目畑 に" H

序文 には 森林 施業 案 の 編成 の 力 法、作製 務、費用(伴 尚 よ び ﾡ

を含む： 費用総額 ならびに林地 1ha 当り 費用)を記修する。. ,

経営図ならびに その他 の図面 を森林施 ※案の附録と上て2け°° 现

地で使用するものにはﾡ式 1 6にしたがった実行間を?じ 

る。夹行簿には通常、 各林班ごとにすず0て または10す052早ピ 

を添え、これには縦営者が更新その他の施楽処蹴を継統的に記入す る°
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X 附 則

tの規定は・ 従来の森林施災祭案収定(; 242年4月22日のもの) 

の代りにバィ エルンの国有林に施行される。

ミ ュンヘン・ 1 951年10月1日バイ エルン 州農林 省山林 局、

( Baye r lec ho e Staateminletelum fur Ernahrung,
Lanawirtschat Und For sc on.

1n1eterielforstabteleung )

附 肩

附国書I:
岡査法的方法による森林施築案ﾡ成な らびに照送林分の設品のための 

指導書 :

・ 通 則

苫菱斜狂と公統性整係の置点を面ﾡならびに収表表にふじた事突の上 

に 基発づけてい る よ うな以上の規定で定めた普通の方法の代わり に、具 

体的な番面 a: と ・そ れに も と づいた保続 性検査と 成 果快 近 によって、 

森林構造,施業知詁の影图、生氏関係・ 収後関係についての深い洞察を 

保証するに油 して いると 思われる別の方法の試験を研兄的に行 う。その 

基思想はB:011ey にふつて服開された照査法である。 面積的8査注 

は、まれには例外るあるが、一般には. 多かれ少なかれ面秋的に担接づ 

られ、そのような形で近※数十年 m 愛更されずに継すされたよ うな羽 

杯に流用される。廃ﾡ施薬案越成の方法ならびに逃学の施薬が、 校祝が 

强翌なために注 々に して 労多 く して効少さ点を考量ナる、 この股 

的方法が別に行わればならぬ。 さしあたり、造林的関係や森林な造的 

関係のために、相応の前提をもっているような各営林局管轄師域では、 

営杯ﾡ(または事柔区)ポ位で・ 今食・ 以下の指導書の原型にしたが? 

て森林施業 案 を編成すること が でき る。
しかし さらに、造林 的如 置 の 検 紀 と 森林 無造 の 推移 を明確 にす 3 た" 

に、典型的な森林招造形を持つ営林署又は森林領域において、通常、林 

班または水班は位で、「照査林分(rontrol1f1achen)」 の名称2 
もとに番積、普積祉台づけ、ﾡ位情成、ﾡ種記分・ な ら"士パ ・ で 

広生の推移に関 し、 紙続的に請臨な照査にゆだね るこ とが合目的的であ

る。

したがって次の二項目が区別さオしる。
1 莒林警(事業 区)における照査法的な森林施薬案堀成のための指事 

書

2 . 照査林分の設置と検査のための 指導書
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第 1 L
照狂法的方法にも とずく 森林茶案劇成のための指導谷

以下に特に示した点以外は、照査法的方法にもとずく森林施策案口 

成もまた、 1 9 5 1 年の森林施衆案綱成規定( F EA )にのつとつて 

行われ る o

I-& 林分 苦 の 区別

林分差が面積的に不明談であろ地合には、小火 の精舔 な 把 遲、 地図 

的確認、統計的 目的のた めに 区分 を行う。

I一7 小ﾡ区面の形成・

無条件に変化のない森林で小班区分を行う 場合には, 施梁技術的 ・ 

過林的単 位と して の小班のﾡ 義がﾡれてきている のでやや大規ﾡに、 

むしろ、 できるかぶり 統一的な立地関係を伴つた場所的に まとまりの 

ある面務単位を形成するとい5 目的を考量する。

I-8. 林 分記事。

林分格版と林分構のできるかざり精密な数字的把掘は、多段林に 

おいては、 それが困難であるにもかかわらず、 当分の間拒否できない。 

したがつていろいろな段ﾡの樹価配分と年令を別々に納在せねばなら

ぬ

I-12 面積および令級一冗表

面積及び 令級一覧表の作製 は、総『計な らびにﾡ営単位評価法の理由 

から、 必要である。

I-14 郡ﾡと生長量

照在法的森林施発案ﾡ成の重点は現存す る材木ぎ積のﾡ密な把ﾡに 

おる。この目的のために次の処置がとられる。

o) 5 0 年生以上の同令林分は 密積を全林楠尺測定に よつて調査する。

照査法的森林施柔楽ﾡ成の利用可能性は輪尺聞宏の納座に特に依# 

している。 ;したがってこれには特に在意を要する。

b) 関高直【径12Cm以下の樹木の木数が、全 数の?/%以上を占める 

と定されるような大さいﾡ令林分では、 崎尺側定は1 6cm以上の

-50- -
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ﾡ木のみ行う。 ; その他の樹木については標準地法によつて 7 cn以 

上のものを相選する。

c) 若い、的50年生以下の 同 令 的お 分では・ 番積に ﾡ増 他(同時 に 

指林分 ( wet&orflachen )として使えるような 爆戦地 )によって 

澗査する ことがでさる。 したがつてこの相地は永久的にマ ークナ 

る。ﾡﾡ地定のaﾡそ のつどの状況に依存する。

a) あらゆる場地合にいて、 ﾡ尺測定された魂定位置に、 ペンキその 

他で水平に線をかさ、永統的な記号をつける。

0)倍尺測定の年は各林分毎に箱跋に配入する。

o 給尺定2Cmヌ4cm括約で行う。必我 に応じ、6尺 測定 の 際 

に品等彼:こるとずいた分類を行う。 そ してその場合、価価 の判定に 

は、Eoma の品等拠定に従つて、 樹木の下から。ロﾡの部分につい 

てA. B、 cの3個値級を区別すれば・ 通常は充分である。

g) 樹ﾡは金樹幹木数の55ﾡ、また、稀少 樹地(モミ、カラマツ、

・ ダグラスモミななど)で1 %まで・ 別々に担ﾡす る。

n) 掛高、 流当ないわゆるTarit(姿) (樹高書定を必要としないも 

の) を使う 場合 以 外 は、普 通 は 岫 査 せねば ならぬ。樹高曲線は林分 

沿革沛の一部 と して森林施楽案につけ加 えておく。

・) 樹高調定が災行できなかったり、 あるいは合目的的でない場合に 

t、替積の代りに. 樹幹木数と腕高断面積合け計を四々 の底径別に用 

いる。 .
3) 各林分く林班又は小班)についてKﾡし、乃至計算すろも2ゥ ;

he 当りおよび年当りの%ならびに材ﾡ(fm) で示した先生 

氏量、(普通はﾡﾡを除いた樹ﾡ材積についてPressleT 全ﾡ 

用いて計算し、これにuohenaael 公式ヌはPreden の補正を伴 

つたschnoiaer 公式による方法を結びつける )。

番積劇査をﾡ返す場合には書積比収も利用する。

平均樹高・ (調ﾡ可能な場合に限る)。

平均直径。
p 番積(代替的には胸商断面積合針計) と 横木木数 を事業区単位 に/ 

括する。仙々の林分の連年生氏量 も同様である。

1) 目的番群はﾡ定的考量にるとずいて別狂する。その さい収 枝 衣の 

記述ゃ、比似でさる仙経営の政果"・ 設定される目的に応じて突際 

にM された 蓄 積 を 立地 M 位 に 組成づけ て・ また、時としては令も
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別にﾡだづけて・ 松拠として使用する。

め 使用する材積刷査(バイニルン材積式、 クレン法(Erennsche 
Verfahren ) ・ ホーヘナーデル法(iohentdleche verfcnron) 

スビーカー法 (Verahron nach Speckor )その他)は自由で 

ある。 しかし定 期的 に 8 ﾡ をﾡり返す 場合に は. 初めの8の時に 

使用 した のと 同じ方 法 を用いる か、 あるい、前 の劇甚を新しい 方 

法にしたがつて叶計算しなさなければならない。

I-14 仁位生証

価値生ﾡに関する調査は・疑わしい場合に、番務、 試径配分、目 

的回径について試みる。

-4 絡伐期

輸伐 期の 代りに目的血径と設ける。 普通 はた、1 つの 目 的 直径 だけ 

が 指垓となるのではな く、 沢山の目的u径を&定する。したがってた 

ゞ単に個々の目的直径だけが縛されるのではた く、それら相正の問 

に成立している数字的関係を求める。これには、冊要関係、阪売術 

関係、 ﾡ泳的以係・ 収ﾡ論的関係が:決宏定をたたえる。このさいにはI 
-14 (価価生証)にもとずく劇狂を採用でさる。

計思される造林的処代の期間 (例 :林分の収硬までの期問) に関し 

ては、 目的直径に述するまで年々の直径 長 が解 明を与える。

V一1 収ﾡの区分

林分の状況が許す か さり、次の区分が 行 っ れ る。

1 更新収ﾡ。

2. 受光伐探。

2a 転換おにおける転換間伐。

& 後期問伐。

4. 前期間伐。

5. 除伐。

これらの区分はﾡ林の施梁処置をり確にする目的だけを持つている 

にすさない。 ;主役(En)・ 間伐 (vn)別の区 分は不必ﾡでぁ る。

-3. 林分の記当

同有林施契突ﾡ成規定 ( F E A ) V一 3に令 級法 と対象と して ポ論

してあるような味で、力 新の ため に •杯 分 を 明 砥 に 国当 する 必要 は な 

い。ただしこれは、 本木などの目的に産なを払いながら、明確•規定 

さ れた取 扱j法を各林分に対 して 解認 する こと を妨げ る ものではない。

V-5 採準作 伐址

次 分 期1 c 年間に対するﾡ単年役量は :

・) 伐採 計 例怔おいて、 将※10年間に予定された伏採処ﾡの楽材

( Efn )公計・ を10で向つたものと、

o 色々な保統性指標(連年の総生改址、 平均桧生喪依、 現災ず積と 

目的密 蔚の 関係、 裂災収協求と理想的収役求・ その他の保統性指標)

を比して求める。

標準 年 伐ホ のな幣 的確定 は そ の他の数字的に表現でミない う 2 
らゆる関係(林的関係、杯役権・ など) も相応に評価 した上で・" 

定的に行う。 .
・準年伐域は皮付楽材mf(Efm.R.R. ) で決定すろ。S2のど" 

配分ならび番書a感づけを 前 契 と した ﾡ径級 別 民 分 に ・ 変 的 

積ること が で ぎ る。
森林施緊楽の 1 有効期間が縦過した後の将米の森林施緊采発ﾡじの 

には、公式2=V。-V+N (但 し準四木 ( 翌4n"パN〕*ビ. 

を将米の台県年伐量の確宙定に関づける こと がでさ ろ。 たたしミ 

a 改調査 の信頼性と収侵の 8 査 が それ を 可 能 にする場 令 に "さ 2°

u 施業計西災行と災行報告 一
分期の 施飛計画の突行を臨保するために、年 々 の施奈ビ&" 

行にささだち、 導書に したがって 施 衆 に 図 する 提案 な ど の 作｝:: 

めに案され ね なら。その 行は 営 林 局 によって 広 三れた ビ こ 

応じて行われる。その行は提案ﾡ式の・ このために投定ジたルこ 

報告する。更新役探、受光 伐採 など の 区別 が どの 程度 にな さ れ ね ば、 

らないかとい5 ことは森林施契案の指示にもとづいて規定う、。と 

各は皮付ﾡ材mく Ernteaerbholsfe"tneEeT "iE"i"パ° '「円

&捉を予ﾡされた材木 ( 他 然 的 結果 を 含む)は 伐採 前 に、：: む: 

えない場なには伐採面後でもよいが、 しかしﾡ材する前にかぶる ) 訳
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高( 13 ロ ) 位世こベンキで示したﾡの所を正ﾡiに涙定する。 ;この 

ﾡ定は、森林施梁 案編 成 の さ い こ 切 消地だけ が:制 ﾡ さ れ た林分に お い 

て、 このﾡ準地だけでよい。

樹高 と しては森林施緊案細成の時に使 用 さ れた も の ( お高曲緑そ の 

他) と同じものを用いる。 調樹ﾡ界以下にﾡするﾡ木(いわゆる進ﾡ 

太( Einmuche. ) を収硬するときには・ その収喪を報告のなかに 

(2行目に)記入する。 :このた め.2お:式:1 5a が 用 い ら れ 

る ○

ﾡ地年量に対する伐採の関係は、 際式1 1 を 相応に 変化 して明 

示す る。

圏々 の杯 分 で年々 収漫 される 収機は 事業照査 簿 (ﾡ式1 1 2a) と 

林分史に全体の枚字を記録 し、分期の終り c合tする。

森林施契案館成の時に樹高が剥さ れず、した がつて材花が 訥直さ 

れなたかつた場合には、 数式1 2 cには、材ﾡの代りに胸高断面積を記 

入する5-

ﾡ分沿本ﾡにげﾡ式1 5. 15・・ 1 5bの代りにﾡ式c 
が用いられる。

地図類は原則 と して森杯施薬祭編 成規定 に示 されているのと同一の 

ものを用いる。

ぎ直および番ﾡ配分が、 相応の範囲にわたつてﾡ督されるよ うなと 

ころでは 補完的に 群積 図 を 加え ることができる。

第2章:

・依安林分の確定と検査のための指導需。

(女献のなかでﾡ用的に照査林分の同義語として、指林分・ 試 

験林、展 示林、ﾡ増地 - という語が用いられることがある)。 

照行林；>設置の目的は、

t) 他の通に行われる除番物 c 例 : 下ﾡ探版橋、詳税・ 権利)とは 

無関係に、森林施薬形態を突証的に笑 行す ること。

D) 新しいﾡ営方法の試験。この時、間時に「普通に現われるような 

森杯に対す る障 需物を考慮 しない もの」と「附願 していたりあるい 

は比核可ﾡな森林と同一条件のもとに返扱われる もの」とを区別す 

る。

c) 正しい経営と設つた継営 (例えば落整 探次 ) Kに対する比ﾡ杯分の

設定。

・) 私有林所有者に対する跡義、教育、 忠告のためにモデルﾡ営を作 

ること。

と同時に、生長量と収種の数字的監益(ﾡ密な収義照査) を行うこと 

である。

2 選択されるべさ林分(小班、林ﾡ)、 その情成と立地関係から判 

断して、営 旅 署(事業 区)の主要林分型に対して典型的なものでなけ 

H唸らぬ,

それに、場所的に城界が明ﾡであり、 お業技術的に 独立 していなけ 

なら。度界を明確にﾡ定する。

必要な場合に、 対照的な反扱力法を用いた比較林分を作る。

立地があら かじめ明ﾡに 知られていない場合には、 予定された パ 査 

が分に対して特ﾡな立地群査を行う。 それに、一般的論述と全体的な 

森林の央態に関する紀裁を添える。答積は状況に応じ、全杯紙木パ八 

ﾡ定又は棚単地給尺ﾡ定又は伊準地偽尺潟定によつて求める。演定位 

置は正密且つ永統的に、 ペンキで記す。

4. 照査林分の 目的の限紹
風交林分設置の目 的と. 適林的な らびに収覆論的目的を正路か?明 

際にﾡ認する。

5. R狂衛
3査の結果と照査林分によって追求される目的は、地図を含めて2 

岡のﾡﾡに記入する。 その2冊の照査付の5ち、 1冊 は 宮株 局 に 保

#する。

&報告 _
経営の年々の結果と、その際に 気づいたその他 の観察(例えは天 侯 

に関する銀察) を、腹近他 に記入 する。俊採が決定された林木、伐. 

採前に立木のま、でﾡ定し、 (ﾡ準地による場合にはとの授ﾡ地にか 

xる)、その材積 を伐採前後について調査 し、(後者は材種的に も/ 

査する)澗査簿に 記入する。年々、 締め切つた照査付を、毎年、 木材 

叙彼計算と同時に営林局に提出す る。 ; 営林局では営林署の照流簡か 

ら、ﾡ林局の照査ﾡに記入事項を伝記する。

7 照査林分の経営成果は、普通、森林施築案編成の機会に利用される。 

a. 森林施梁案えの加入れ

54- -55-



普通、 照査林分は繋区の補充的な部分を構成し、補充的部分とし 

て悲林施突案に包合さ れる。

2ﾡ式

照査守に必要とされるﾡ式で、こゝにﾡ加されていないものはさ し 

あたり、営林局で作 る。

附国書II :

落業採反計面作ﾡの指が書

落美採取計面は・ 以下の規定にしたがつて十年ごとに作る。:

a) 時典的採坂

毎年、若しくはほとんど毎年、著しく ク量の落葉を採取する森林に 

対しては・ 落葉採取計画を作る。

1 柔区又は ; 作業後の森林が多数の東林落葉採取地区に題する 当 

合には、各用係地区別に,それぞれの計西が必ﾡである。

落薬択取 計面では、 あらゆる保護面徴を区別し、林分帝葉択取が 問 

ﾡになる森林について定められたﾡ界づけを行い、 面ﾡを示し、 そし 

て終ﾡ採取が 行わ れる年を拘束的では ない形であげる。

計函の用期間( 1 0)以内に・ 1つの林 分 が探 り ※ し採取 さ u 
◇む合には、予定 される 繰 り返しのおのおのについてその 面供を り 

運しﾡ入する。

計画および一 覚会の 作 聲 に あたつて は、 その同行林の気象関係、立 

ﾡ関係、 立木関係、 ならぴに経営の種頬が定を与える。 そして 

そのさい、務ﾡ、落葉 の 紀 用価値、ならびに表林土が、なかんずくそ 

の腐植化、土 壊 水分、地 温 御 ﾡに*よ ば すﾡ索の物 的作 用の林 架 的 

意空に関 して ・ 孫女 落葉 に 関連 したあ らゆ る研究成果を考量する。

保設面祉、 必ずしも、項 所的にまと め て 区分 された 面 故 と は は ら 

ない。落業が全面ﾡについてではなく、 たゞ局地的・ 帯状、または部 

分的に探取 される場地合には、保護面 飛•を想定的に 区分する。

いかなろ場地合にも、 つざのよ うな間所の帝葉採収は行つてはならな 

い。

a) 淪伐 明の/の 年令 よ り も若い 林分 群。こ れを決定するのは令級- 

覧表に示された平均年令-である。

b) 优期に達した老令林分 のなかで、その縦宮的に適正な更新が、w 

業採取 につて不可能にされたり、危管をこうむったり、 不利益を 

受けたり する時。

このよ うた 然 お 期間 の 疑 さは 状況 にし たが って 割 り 当てられる。 ; 

あらゆる場書において、なんらかの 更新処茨が必要な時、または意図 

されたモま. トウヒ、 ブナなどの天然更新が開始された時には直ちに 

保証し 始めべ ければ な らぬ。前に保護されたﾡ葉が過林の除害と な? 

たり、あるいはその他のH由から、ﾡ薬採取が 必要 とされる 場 合にか 

さり、小口の想定的部分保証が行われ、 もしくは採取が、造林の員 

前に許される。 ただしあらかじめなんの型由もなく、 い 間、伐 採 以 

前か ら許されるのではない。 トウヒ が天然 更新す る よラ な林分では、 

落葉を帯状または閉状に採夜する。
溶業採取 を禁じたり、少く とも保譲 的に取扱 った り、そ して特にS 

きるだけ高令になつてからじめてﾡ業採収を許可したり するような 

ものは:
C) 土域のい、石の多い、茄物好成物の少い土物、堆鼠地土 別、 泥

炭土、低況地の林分っ
a) 風やﾡ光にさらされている林木、特に南、南西、西岡の林木、机;

山林。

9) 帝業採取が木の安定を妨げるような林分。

f) 相応の幅をもつた林ﾡ部分。

8) 水源活地な。 / un
h) ﾡﾡしたぶ分や、最近間伐されたかりの杯分。なら - -

伏される予定分。
:) ・ワヒな分・トグとの下本をったマツ#分、 *だ大 P

い下木を伴つた林分, .
定期的に落葉探】反を桜返す期間、いわゆる収区ﾡﾡは大 常

をるつている。これあらゆる団係を量して決定する。 _ A

※素取計ﾡふ作られる10年間について. 栃災な地合には22特 

面ﾡから形薬が採販される。そのさい総面試が落業採収財更"ﾡき 

れる。各科ﾡ採林分に対しては、ﾡ葉採原計面で係増地での成" 

同ﾡの落葉採取地所の収量を根投 

量のゾが平均的な年々の数量とな 

ために、落葉採の年々 (普通の年 

例 外 的 にしか、 葉採がﾡせら

して収ﾡを査定する。この故高収

る。このうち、緊急状態に(える 

)の永商額を70 %とする。

れていない上 う な作ﾡ級や事梁区



においては、商業採一覧炎 (様式 10)の 作製が問逃に なる。落業 

採収一安表は、 分期の尚にﾡ葉が採収される林分の記入と、 それにB 
した報告からなる。

b) 诲利的な落葉採取

各落葉採坂権利地区に対して、有権者に、その権利に相応する収量 

を、森林をでき るだけ保護しながら保証する上 うな落葉 採取 計群を立 

てねならぬ。

森林法。。 条に %とづく 落然採取版 の解除に よ つて ・ 田庫に帰属す 

る落ﾡ採坂量は、ﾡ業採取計西にあ らかじめマークせねばならぬ。

落素採反権にお いてに、 しばしば —— a 節に 規定 した方法 と は逆に 

- 平均的な 収枝 循屈期が 明示 して あ り ・ こ の地合に ・ 局所的な収 

後網个期が平均的収衣網掲期を基準にして調節される。

周所的収優稲品期は、この場合に・ 純然たる専門的見地から計面 

されないで、 むしろ、契約 的または價/的に 規定 された平均的収規学 

既 期 を下まわる ことのない よ 5 に予定さ れる。 しかし、ﾡ年以下のぁ 

分面校が非常に多い場台、そ の事央を考常せずに公式〔e(号ーV ) 

キw〕から 8導 した落葉収夜面故を示す と ・ ・ 節で制限された吸界内 

で、 それが達成 されない上 うなことが時々生ずる。 (駅者脚注参岡) 

(た、しこの式でF=総面ﾡ、 U=輪伐期、 ▼=保護、 ▼=平均的神 

環期 )

落業採坂 が:予定された林 分 を 黄色 で 堆 図に 明示し、収愛 が行われた 

ものは・ その年度と配入する。

( 訳者脚さ)

この式を〔奇(一v )キャ〕=f とおく。

これを若干変形 して :
・=す(平チーrv)*す(そ一)*寸

一おくと、 最後の式の各独目 はそれぞれ :

ﾡ : 年以上の林分面ﾡ (年以上の面積は、&節にしたがって、保ほの 

ためにﾡ薬探取が禁ぜられている)。 .

ﾡ:令階1 年当り面ﾡ

エ: 保護をﾡする 面盛

(号一 ) : 落葉採】反 のた めに 使用 可能 な 森林面積

- 8.- .

(号ー モ ) *ホ= f=1年当り 落葉採取 面徴、

この公式は 法 正 令 殺 配世の 作 ﾡ扱を前捉としている。 したがって、 

羽突の作※ 殺 で号以下の林分が多い場合には、 の公式か ら え ら れ 

た f の 値 より b、 際に 事門 的 に許容でさる収機可能面積 (=ロ節の 

限界内) は小になる。

-5 ワー
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様 式
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株 式 22

当林署 事業区

• 編成

測用ﾡに も と づい た計国番号

乃至 DistHikte の ﾡ放

- 7/ -

- の - ■



ぎ林岩................... 手茶氏

ﾡ承求告 .... 市町村南

品

付

計画的

cDisthil+e

A.
1 ネ ビ 2

a) 
砲 
※ 
本

そ 係

9 z
ち 称

り

* ,
2 熬

そ 係 
ハ _
っ ダ 

ち 株

・

型

LA 
& 

数数・
脅

Z た 2 たべ 尤a 42

/

1

-

- ク2 ー - グ -

花
なエ 面 
バ 

数ぬ

不かも
乙 の 

そな

○)
永渡タ 
えﾡS 
入 に な 

釣管3 
に 2や

e 
不

モ

生

ナ)..
竹. 釣

ま ・

子) 
木 

面r 
当

G )
ﾡ に \い 
pl 
家巡

_イ4 Ra 險 冼夂

'

!
1

i ,
1

■

1
・
1

1
1
1

!
'
(



ﾡ式3
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営 林署
様式 3Q

事茶区

おﾡ. 地 ﾡ殺 ・水面積.

林分型の 株分別一ﾡ表
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附 録 A

立地調 のめの指 導 書 :
こ 指 導 書 の作 製にあたつては、特にG. Xrat9 G 
表 : の学 問ならびに実務にけるﾡ験を利用した

I 目 E
立地因査の 1的は、一定 の領域に 羽われる 森林 植生 と今めた 立地単位 

を出査し、記 L: し 地図 的に 端 認する こと で ある。

その混題は、自然的条件の広汎な期交によって、造林的計画の目的段

定を立地論的に逃盤づける こと である。
立地単位を確認することによつて適林、 天然更新、林分保育の問題に 

対して指示が与えられる。 合立地的区分の可能性によつて、従来の畑 

査にもとづいた森林区団も主たﾡ選づけられる。

ﾡ生社会学的研究はは特に、地方の本米のﾡ物社会をﾡ厳し、ﾡ 界 づ 

ける日的を通ﾡする。
しかし森林前生社会の区分は、 それ自体の自日目 的を神つている?で 

はなく、 立地的に合目的的ない祖ないし樹額犯交の選択を、 従米より - 

ﾡ梨論のな い基礎つ上 に 位く ために用いられる。

合立地的樹置選択に よって特に 上壊 の悪化 を防止 し、ないしは 土 家の 

ﾡ康 を促進せねばな ら ぬ。

II 作業過 :
立ﾡ査は、 れ林的日的区定たらびにち受受行に 対 する* """ 立 " 

単位の暫的 成 ﾡに . つて始められる。 〔前調在)

a4の立地な ら び に 帧 物 社会 学 的 推定 の地 花 的は定と地図 作 製をず 前 

図査に結びつけ る。
個々の立地 ならびに ia 物社 会 学 的 電定の地 売的 ﾡ 翌は ' 別 に行 

ることもあるし、 あるいは1 つの作業ﾡ程で行われ ること もある。科定 

の立地について、事情にょつては、 双方の作薬の1つを金然省略したり 

または部分的に省略するこ とがでさ る。

立 地 単位 の長 終 的 ﾡ 製は、 a クの立地と ﾡ物社会 学 的ﾡ冠の地 図 作 製 

後に行な 5。
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個々の立地とM 物社会学的鑑定の 総括から、 立地図 に対する立地位の

限界づけを行な う。

その次に立地調査の結果は、林分別に林分沿革薄や伐採計画に記入さ 

れるとともに、 全休が説明報告に記入される。

その組織的実行のために森林施業案編成規定も参照される。

I 区分されるべき立地単位の確認

A 一般的観点

立 地M 位の改認に とつて特に重要な こ とは次の4事項である。

t 位置(生育地区、海故高、地形、ﾡ斜、起伏など)。

2 気象(一般的ならびに地方的特殊性、年ﾡ水量、 ﾡ物生育期間

降水量、ﾡ水量のﾡ度、降水量の 配分、 女温関係、晩猟、 請管関保、 

3氷、風 )。

a 土継(ﾡ岩、地気、 ﾡ化ﾡ度、 土ﾡ断面から判定されるもの、 土ﾡ

型、無 機塩養分 含量、 通水性、通気性、土里 気象、腐植 質状況など)。

4. 自然的な森株社会

これら のい ろいろな立地の影裨 は、 局地的な特 殊性に 応じて さまざま 

に現われる。 ﾡ斜地置の判宏 ( た と えば ラ 地方 や 山岳 地帯 の 北向 斜 面) 

や地下水の作用には特に注なを要する。地下水は降水量の少ない所や活 

水性の大きな土接のところでは子的水分と して作用し、降水量が豊高 

な所や重佑な土質の所ではm書的に( 過温)作用する。地ﾡ的な整県も 

ほかの因子の彩谷によって広汎に変互する。たとえば停端に砂質の地質 

が:豊富な降水量や土壌内水分たは地下水のﾡ出によつて改良されたり 

あるいは湿潤化し、次くなる傾向のある権始に粘土質乃至陶土質の土擅 

が、 有利な土ﾡﾡ遭や出の町スにょつて、むしろ壊土質土壌に 似て 來た 

りする。

これらの例から、林菜においては、いろいろな立地の影精を、 耕地証 

宛の時の上 うに、一つの普偏的に通用する枠の中に組み入れることけ不 

研能 でぁ るこ とがわかる。そこから ﾡ際的な 林業 の立地噩衽の 時にけは, 

各立地をそ のパ々の立地要 因に したがつて批判的に判断せねばなら ぬと 

いう結論 が生 ずる。このために立地のメルクマールとして使用されるも 

のはつぎのである。

a ) 土継断面 : これか ら は風化の 程 度、深さ、 添過性、 水分上 び空気 

の分布状況、吸収力、 腐価状況が刊断される。

,地表幽生( 立地的保ﾡ物 )は一定の祖司 さ と か、あ:養 分が豊富 

とあること (石灰ﾡ物、 納感塩山物 ) とか 酸度 とか を指示す る。往々 

こ して、地下水状況も たﾡ生によって示される。同時に-別の指瞬 

をもいったﾡ物の出型や、ﾡ物社会や生態からも助言がえられ?。

式xにい、てはM生の方が土基断面よりもよい指際になることさえあ 

る。したがって この 場合に は個 生は特に、立地 を特徴づける よ 5 な能 

"る8認。aホは多くの場合、地数M生よりい深い土a局を占や

,、 cじc、 — たとえそれが立地に適合していなかつたと上 

マ —— この生長、樹形、根 系発 達 から、年赤的に、現在° ものを 

E利なけにと= *で変 うるかについてﾡ価の高い不と 往 

“にしてまた直接的な啓発がえられる。

B 立地川位確認の前緊

ﾡにおける立地調査
%図作製の前柔は地質学的な関係の解明に上つて始められと。.受ﾡ 

。立ﾡとそのぬ明書の昨細な研究がﾡ非必要である。 金体の景""ア 

2だ然の影石にいとづいている。それ故、地質学的、先っー 上: 
安とあ地力にﾡおれているかどうか、そしてそれけどのよう立状受 

6Sこるかということを闘査することが必要である。したが2て 

ぷeなぶ郎区分は. 由々にして、一定の領放の地質字的状況に?

いて 価値の高い 指示をあたえ る。
・年地域の地質等的基礎の研究と同時に気像的な関係を"だす2° 

。な内二般気象は、ﾡ書りの気象測侯所のデータに上2て解明 
$。こf - できるo.g9 - い2と笑い日査部燃°製はに

って補完せねばならぬ。 .
勿 %、坂株ﾡ卒ﾡの研究は必要である。そしてこれに上ってﾡ去 

。«fこ調する夕みなら。その助力にいて、将来の: は書 

"な心にじ解開される。ぷ去のﾡ塩索業闘成の労に行われた主当 

"と立地確定も まだ 研究 せ ね ばならぬ。
'立地的な调立に先立ち、森林施業案から、林分の地位級を抜き雷き 

tておくことがF営である。さらに長い間令の地力°経管者でや?^

衣における外業は、立地的水実の調査に用いられる土義ド孔点S
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Bod9neinochlEgei>の支脈おの 般定によつて始ま る。 それは地ﾡ 

的関伏の一宿在い必明に も また役立つ。土斑状孔は、未.型化土居な い 

しは地下水に述するさで深く 設けばな らなぬ。 土ﾡ試孔の分布は、 

地質図、地形立木状況にもとづいて、 通択する。同時に その 選択は、 

それによつていろいろな典型的立地が』査され、指導研究でさる上 5 
に行う。そのさいに、立 地指 ﾡ生から も 貴 近 な 指示 がえ られる。土 

整試孔はﾡﾡ状況と表土の状況を上 く 比絞 する ために できる かぎり、 

壮 ・ 名令林 分に 設定する。

大面 改に わたつて典型的に型われ るよう な土ﾡ試孔けは式 1にした 

がって記録する。そしてこれは   それが特徴的な土継試孔だと考 

えられるかぎり   後に行 う 本格的な 刷玄 ( 深い土接試を行わず 

に、立地位の政認と 限界づけにもつと簡単な手段、 たと えば試姫、 

値物学的確認、その迫のメルクマール、 を使用するﾡ査)の出発点に 

なる。

2 想物社会学的麴張 

その坟域の松生璃査

(以下の詳細はこれに関連 した械物社会常 の文献を前提 と し、そし 

てその特殊な目的に対して考慮する価位のある点だけを強調して 

いる) ・

像物社会学 は 森林 社 会 の税 箴 と境界づけのために、 地方に けるﾡ 

生編注を利用する。

このさいの前提は、 天然生の謝ﾡが生えている一定の林分にゞいて 

行われるﾡ査が立地的に完全に統一的であること である。 すなわち、 

この統一性を乱す」5た人ﾡ乃至自然のあらゆ る影がﾡ除 されねば 

なら。したがって、特に林道、森林区町線、 #師、 奈採ほ林分、 

写P後 S 沟 路、さらに,岩石地、河願・ 小川、 水系けは, それ○ﾡ物社会な 

投あせねば なしぬ出合 を除き、除外する.

保統地の大きさは、 多くの場合、 森林綱査の合には200mとす 

る。ただし特別の場合には, それよ り も大きかつたり小さかつたり し 

てもさ しつかえ な い。

入念な選択の後、 H生調が行われる。この位生ﾡはﾡ知のﾡ物 

社会字的鑑定方法に したがつてﾡ座とﾡ俊によ つて行な 5。われわれ 

の 目的のためには花木加、 浸木岡、 卒太刷、 ﾡ吉沼を区分する。* 

柑のなかでは、株薬的に正ﾡ江樹ネの、ﾡ面をも四針する。 cれの 

念な網あは、 付によつては天然更新の間題に対して重ﾡであるこ と 

がある。

いわゆるさoziabilittteziffor (社会性度)は、第2義的に用 

いられ、なれが上述の 想比によ る 效字 と 非常に 異つて いる 時、 したが 

って頻度は小さいが、それが点在的、集落的、群生的出現に対比され 

る時にの記入する必要がある。このようなことはたとえば、 林契的 

に要な1:本、 スゲ、・苦類において往々見られる。価物社会字的闘

の例は、 多くのﾡ物社会的字の女献に見られる。それはﾡﾡﾡ( 

基ﾡ表) 2呼ばれる。

一定の 森 林 社 会.のグループ分け を興論なく確ﾡするためには、何 個所 

ぐらいの このよ うなﾡ生調査が必要であるか、 というこ と を一般的に 

いうことはできない。なんとなれば作発する面ﾡの大きさとその立木 

の種類が 近 要な 問題 であるから。m単な場合には、森林社会を学密に 

区分した上で、・査をすれに3〜4力所で調足されることもあるが、 

しかし別な場合には1 0力所も調並しても、不充分なこと が往”に: 

てある。ここ で初心※は、 少数の四査に も とづいて任卒な結路を丁 

よりも、択山の調査を行つたはうがよい。なんと なれば, まさに2 
後の各調は、 上述のものよりも価めて わず か な労働ですむ ウか 5 'J 
A墨的な森林社会で、 それが小面積で, 容易に接説できるよ うなﾡ 

に生じている場合(トネリコ ・ カニデﾡ谷林)では、熟 練 した 例2； 社 

会字者 は、事 情 によって は 話! 立を全く省筋 しても遊支えない。

しばしば、 1つの森林社会が商積的に大さな広がりをもつて受 

1事築区の大部分を占めてﾡり (主ﾡ派林社会う、一方、 そ北二2 
た森株社会はごくわずかのmﾡしか占めていないというようなこ とう 

ある。このょ5場合には、 もちろん、その主要森林社会を時に鋭く 

っかむ ― いい、かえれ、それを数多くの調査に上つて番学2 
ける。同時に勿論、 地形及び土壌関係を常に相応に考皮い、 してﾡ 

#社会の広が りをつ5 じてでさ るかぶり ・ 統一的な立地型 に まと3。 

しかしすての一覧表を作るさいに、 「森林社会けはしばしばゝ 売全に 

区切りづけられた形で生じているのではなく、 往々にして片入( D一

chdringungen,verzahnungen) の形がみられ、 そしてこのAへ 

は、 『虹入部分」と して取り扱うこ とを意しなければならない。こ 

れは、 部分的には不規則な形をしているが、 しかし多く の堀合 には線 

状 ( 例え水原に 沿った線状 )をしていることもある。 この上うな場
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合には、統一的な立地型が期待できない。

しばしばおこる ように、天然生林が存在していない場合には、近四 

のﾡ似した立地の上に 主だ羽存している天然生からの確突な推論が可 

能である場合や、天然生然の博成に関する異論の余地のない歴史的文 

書が存在している場合を除けば、植物社会学の意味 に おけ る森林社会 

を区別することは、 まずできない。 このような第2次的森林 特に 

ブナ立地の上にあるトウヒ林分- では、 トウヒ林の( 植物社会学 的 

意で) 高い建設力が全く 別の地炎ﾡ生を作り、そしてしかも多くの 

場合 に は 広がった 蘇杏 類の 地 復を かたちずく る。

このょ うな場合には、ﾡ生調査は自然的森林社会の鑑識に用いられ 

るのでなくして、 たゞに土ﾡによぼ ナ森 林 の 影 師 を 調査 してい 

るだけにすぎない。ﾡﾡのなかには土接状態に 対す る良い指保ﾡ物 

が見られるので、それから、 土整の最上ﾡが第二次的立木によってす 

でにどの程度還化しているかを結論づけることができる。

ﾡ林もさた、多くの場合、非常に貧困化している； 土壊 のQ速に交 

互に 行われた 裸出 (訳者洋 : 普伐跡地 の課地によるもの) と、 と 

んど常に非常に疎開されている立木のために、こ こでは地表ﾡ生は自 

然的な森林社会と裸地航生社会の植物が混在している。

しかし幼令林や小丸太林やブナ老令林にいても、しばしば、自然 

地表ﾡ生が欠け て お り、調査が不可能であ るととがある。

伐伐区において、 その皆伐面にﾡ林する順序を決めることが問題 

になる時、植生般をは価値がある。 通株は、それが皆伐後直ちに、ま 

だもっれ合つた草の根がその面ﾡを占領する前に、行 う時ﾡも容易に 

成功することょ く知ら れた統験的事実であ る。

伐換後生ずるﾡ破塩口ﾡ物(ノボロギク、 ャナギラン、 イタラ

ソ、その他) が特に 形 成する よ 5 なま ばこらな 雑草 の生長 は、森ﾡ 

物 の 生長 を 阻件 しない ばか り ではなく、しばしば、ﾡ悪化から土ﾡを 

速切に保護しさえする。 それに反して証盛な生長をする ドジョウッナ 

ギやスゲによつて土嬢が完全に閉鎖されている時にけ、大低、造林木 

の生長、生が著しく不利となり、造林 費が非常に かさむ機械的な地

でさえも、(例えば、アシ が広がり をもつて現われて いる時 には) 

雑草生長を必ずしも制御できない。

しかしその状ﾡは立地と、 過去の立木によつてﾡつてなり、したが 

つて多くの場地合に、 地地を適切に避定した場地合にの、雑化の

発及段階を迫求し、そして造林計画をそれに応じて作るこ とができるo 

多くの場合、普伐面ﾡのこのょ う な雑武化 は 非常に 急速に 迤むので

森林施ﾡ突にたゞ一般的な方針を与えることがでさるにすざない。し 

たがって、個別说衣と造林計画の 作ﾡは営株野に委せざるをえない。 

法礎表 ( qrundtabellen) の利用

ある地ﾡについてられた調記ﾡは直拠に使用されたり、あるい

それ以上に利用 された りする。

姉1の場合に、それをすでに書かれた森林社会と比校する。そ"さ 

い、 Mﾡなないしは盤別ﾡ物と同件ﾡ物が決定をあたえ る。これらが 

一致する場合には、それによって森林社会が確四される。どの登度の畑 

士。く視じ引る»とかどういう時に新しいﾡ件散会がぼ"さたば☆ 

らふぶどいﾡことは、一級的にはいえない。そじそ2地力2災富ペロ 

こ"らてみ司され。なら2。〜ン#出会でにそたでセび父な"パ増

・こをmieに1つて、支記W的に、か°唯" 今

"なさらなぐ:ゅにaいa。ぬ-"でちし〜:3企"でに;全$3 

歌表のご辛ふらに電てい 2記を123"製父認 "全5Sに8 
ことが2愛である。こに、これべ、でな、こ"-.:.er.*-t) 

ﾡ物と差別ﾡ物を示すと河時に、恒常性。 一 う,ることにょっ 

がさがるにつれて同伴ﾡ物を示す ように問ポす2

夕!EsrEterune に対とてと査父に"$足いM%". 差別… 

のみ現われ、そしてかのﾡ物社会こ。.- ししば 
こ<agでこここに:Eで22受ぽ5受32じを鑑ﾡ。5。

833:t9.こよこe"ざと."-:825:" 

nもと。然的なが本会が、ﾡ性で»、ﾡ、なす° ■ 

ﾡ2,oな体述交M4(すなわち支配的ﾡ類 ' °

c 立地単位の区分

立地学的ならびに植物社会学的前業の後、現存する立地遮を立K位 

にも指しぞこそﾡ戦づけるという困ﾡた問題が生ずる。林業的に非常に 

ﾡびじている立ﾡ、べて1つの立地単位に総括する。森林社会の考 

次のもとに個々の立地を確定することないしはそれを立地単位に総括す
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るこ とにょつて造林計団を容易にし、 施繁日的型の作契に利用すること 

に意 を 用いねばならぬ。したがつてこ の○課題は地ガの証営者や森林ぬ染 

業ﾡ成者との密接な抜触によつての、師決できる。 立地単位をあまり

桶 分化すること ははで さるだﾡけねばならム。この 前業 に非常に わずか 

の時間しか使わずに、 な格的な立地図作製に早く書手しょうとすると過 

失を採辺すこ とになる。現存 してい る 立地 単位を明確な体系 に もたらさ 

ねぱ ならぬ。立地図作ﾡ者はその林発的な特色と ﾡ工間の塗興を完全に 

マスターせねばなら。 立地川位の体系が適切に作られ、 ょくﾡ定され 

ればされるど、その地方にける立地区分が迅逃に行われる。

立地単位紐織づけの礎にす るメルクマールは、 側々 の場合ご とに興 

な る。

山ﾡ地帯やG酸過帯では、局地的な位置 ( 例 : 高原、細斜面、②地 ) 

が通常、立地型の区分に対してﾡﾡとなる。 基岩ﾡ出部 ( Bxpooit1on) 
や斜面のﾡ斜もまた、 立地の区分に関運を持つている。

そのほかには土壊湿度の多少がm姿である ( 例 : 適潤性のローム土壊。) 

ななんと なれば土ﾡの設度は林地の始付能力に対して常に決定的に重ﾡで 

あるから。 これと 同時に一般的 な らびに地方的な気ﾡ条件がそれの土地 

に制約され条件づけら北た影器 ( ( 火性) と してある役闸りを演ずる。 

ﾡ ド水ﾡ係にeさるだけ注意する。

土拡の価ﾡはいかなる地合にも記入する。なんとなれば 通 気性、保水 

性、 透水性といった上 うな土培の媛な物那的性ﾡは土ﾡのﾡ類( Boa- 
en&rt )に依存しているから ; そして土ﾡのﾡﾡは化的にもた 

ななをもっている。吸収力、塩ﾡ交換、ﾡ西作用、酸度、土地改良可能 

性、は土終のﾡﾡにﾡ接たﾡ運を有する。 さらに、いろいろな所で行わ 

れた立地四査の比較も土ﾡの価ﾡの記ﾡな く しては保証できない。

い うまでもなく、それにょつ c貴梁的な土独艦定と の抱合もまた可能 

となるから。

地 質学 的なな特破 ( 例 : 疎い P - ム土ﾡLoeelohmbodon,wurmacho- 
ttorboden ) は神完料と して貴面である。

土第の無機成分関係(例： 確酸塩に富んだ渋積ﾡの砂、石灰分を合ん 

だ砕石風化ローム) もまた重要である。土壊の無機成分によ って立 域の 

安定性と、その自然的な幾分貯蔵が表现される。

t 物 社会的特 破 は特 に湿洞な立地 ( 例:ンノ キのはえている沼沢地) 

と 冇機質土壌(例： 森林泥炭地) では特にﾡ要である。

それに反して農策的土地統定で用いられてい る状殯の分窥般車 -- 

それと関連して土壊型 は林業的な立地区分の特徴づけにばあまり

適していない。軽uな砂質の土なは、たとえ表土の貧団化が、化学的な 

点において常に不利であり、 そしてﾡ葉の分解が不利に作用していろよ 

うな時にいてさえも適当な深さの所で形成されている溶脱用 ( E1n- 
wagchungghorizontee ) が存在している地合には、水分経済の点で 

有益である。 ある恋味に対いて、林梁では、経度の土壊の悪化が、 々 

にして利なこ とさえあり う る。 たとえば無帳度分に富んだ土ﾡにじ、 

雨 の 多い 地力 では、邪魔な 雑草が繁茂する。したがってそのような所で 

はある程度、土壌の表肘土部分が痛悪化しているほうが更新技術的に有 

利だと判断さ れてい る。傾斜地では土壊 型 について の 記録 を完全に 管監 

する。なんとなれば傾斜地では土壊嵬の乱されることなき発達は全然見 

られないから。 そのはかの所では、土壊型の発展傾向 は 普偏的な気象条 

件に高度に依なしている : したがって ある 一定の土 壊型 の形 成は 多く の 

場合. 大面償にわたつて現われる。したがって“ 静辺的な もの” が四々 

の立地図の対象と されずに、一般論で論ぜられるの と同じょうに、土壊 

型についても論述的説明で指換すれば充分である。

当改立地調査区域になける 立地 判定 に対して決定を与える立地耍 因 に 

mさをくように常に努力する。なんとなればすべての特投と1の芝 

地図の上に明記することは不可能であるから。地図は、 ある区域で約に 

近要加される要因と、最も不足している要因と、それによって条件づけ 

られる欠陥が土地的影岡や局地気像の影容によってどのくらい設和され 

たり強められた り してい るかという こ とを解明せねば ならぬ。

そのじ果は立地単位と施築目的型に関する表(様式2)
に改認す る。

立地単位と森林社会

一般に立地型と森林社会は一致する と仮定して逆支えない。この仮完 

があてはまらない場合には、所与の場合にいかにすればこの一致が達せ 

られるかということを味せる.ばならめ。しかしいかなる場合 に も、立

型と森林社会の一致があらかじめ確喫だと仮定してけならない。なん 

となればたとえばさらに区別をﾡするょ うな要因を、充分に考慮しない、 

という よ うなこ とによって、 立地型と森林社会の損別に誤りを犯すよ う 

なことかあるから。 したがって、 後的な快査はいかなる場合にも十分 

な客親性を保たせねばならn。 撤終的な不一致があった場合にはそれを
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示しその根炎とあげる。 もし第2次林のように森林社会之分だできな 

い時には、 支配的なﾡ飛にもとづいて、地表ﾡ生で調足せざるをえない。 

これらも主た常に立追位にﾡびつけるこたがﾡられうる。たとえ. 

度せた、日当りの虫いﾡ斜地で悪い卒ﾡ型が変配的であり、a地で 

中川、もしくは良好な 苔型が支密的である。貫入部分では立地型でも 

森林社会 で も厳密な段界を 期待 ナる と とはでゝ ない :貫入部分は貫入部 

分と して明確に特技づけねばならぬ。

N 地図作製

A 立地学的地図ﾡ

立地学的地区作ﾡの目的は例々の立地のﾡ地的確認とその区分である。 

ﾡ認点の間隔は局地的T情にしたが う。 それは平地では、平均して 1 0 0 
コ ぐらいで ある。ただし情によつてはこのかざりではない。山地でけ 

地形の変化と考成する。同 じ団ﾡの状況下においては間隔は2 00～30o 
ロで充分である。 その他の場合には本ﾡ的な釜興を把堀せねならぬと 

い 5 鹏阳 にし たがう。 小さななﾡは地図のうえでは、 面ﾡ的区分をせず 

に記入する。 ある立地形ないし土ﾡ型への所ﾡについて、 通常、 ボー 

ソンタその他の確ﾡによつて初花されたﾡが決定をあたえる。

調在結果をと調ﾡ(様式5) にﾡ記する。記分の記事とﾡ念規定に対す 

ナる特殊な説明をと cに注注ﾡしょ う。

確認点は野校図 ( Foldkar•co ) のなかに小さい 点で記入 し、番分 

(アラ ピャ数字)をつける。土 壊試孔 の 位置 は小さい 丸で 記入 する。a 
布地域 において 選別 される べき 立地単位の 而積的 区分を 容易な ら しめる 

ために、 できるかざり、ﾡ認されたﾡ定結果を、アルファベット(第号)、 

数字、 その他の記号にょつて明示する。

区別される土ﾡ型ないし立地型の土ﾡの価ﾡ深座、起洞度は、適切な

例で表ﾡする(様式1、部1 0叔に対する説明を参照せよ)。

地図作獲は 通常槍尺以向で 行う。等高線図の使用に努める。等高染団 

は ポーリング点の確強 と 個々の立地の区分を容易に し、地形と水分関保 

の 像をわかりやす くする。

源常、野帳図( 訳者注 : - ﾡ尺すがもて ) を Reinkarte( t通、•尺 

T03て) に転記するこ と は省略 して柜支えない。

B ﾡ物社会学的地図作製

仙々の生育領域 (wuchesebioton )において、土壊 学 的 部窗 とﾡ生 

学的確密を胆 •口 させるためには、なお詳細な調査を必要とする。 この目 

的のために、自然的森林社会と二次的森林社会、ならびにその(林分の 

年令にしたがった ) いろいろな発展段附を土壌学的艦定 と明破に関係づ 

けること が必であ る。

この目的を過成するためにﾡ生記ﾡをﾡ物社会 学的 地図のなかに書き 

こ むr。ﾡ生学的地図は個 々の森林社会とその城界を明ﾡに認成させるは 

ずである。 ; t入ﾡ分のょ うに、はつきり としたﾡ界を引く こ とがでさ 

ない所、 「ﾡ界を引けない所」として、斜線を引いて楽わす。

地図作ﾡのためには、いろいろな 斜 様 を 色彩 で 分類 し、 彩色 する 

こ とで充分 で ある。広薬ﾡとモ ミ の植生社会に対しては卵 

る い 色を選 び、 楽樹に対 しては暗 い 色を還 ぶこ とが 推奨 され 

る。 ;拠会としてはナラ林にはﾡ、プナ 林 に は 黄緑、マッ林 に は 茶色、 

ト ウヒ林には、ヘンノ キには灰色があげられる。

自然的森林社会に対して二次林の祀分が磁間できるよ うな地合の二次 

林はすべて、当該森林社会に係する色彩で画き、そしてその幸林型(例: 

良い (ヌは普通、或は 悪い)酢 苔 型 その他)は別の記号で表現する。

当分日然的表林社会に祀分され得ないよ うな二次林は、色をっけずに 

森林型に対してのみ考ﾡされる記号を用いる。

皆伐跡地の植生社会 は、それが大 面 低に あたる場合 に は短 色 で 短, 反 ウ、 

植生発展段術そのものを   必要な場合にかぎり   興った斜線で

あらわす。例えば:

ﾡい斜線-第 1 段時 

中 ぐら いの斜線-草本段階 

細かい 斜線-ﾡ駆的ﾡ木段階。

c 立地区定成

立地図はﾡ尺もて e、 土整学的 調査と ﾡ物学的調査の熱果を融 

合し、超み合わせて描き出す。

立地単位は、 主と して 植生学 的に 区分されている のかあるいは主として 

土基学的に区分されているのかという ことには無関係に、而 救的に 師々 

な色彩によって示す。 そのさい、 色移の通択はでさるだけそのつど、決 

定的な立堆要因を示すよ うにする。 移色少く とも従来の 冽練に 使用さ
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れた原則に反してはならない。

したがつて、 たとえば、 土ﾡの団ﾡが決定的である時には、砂土に 

黄色系、ローム土壊には褐色系、赤色粘土には藤色系、疑泥供土には灰 

色系の色を選ばねばならぬ。

土嬢ﾡ度が決定を与える場合にに過漫な土整の立地はﾡ色、ﾡ性な土 

壊の立域は育、適河な土ﾡの立地は縁色、乾性の土壊の立地は黄色で表 

わす。

石灰合量が決定的である場合には、青色調を用いる守。

もちろん、このょ うな原則が必ずしもすべての色についてﾡ守されな 

く て もさしつかえない。むしろ、場合によ つては特長を 明らかにする た 

めに2つの特長を示す色彩のﾡを同時に用いるこ とができる。 小さ 

な 生委 領域の内品では、ﾡも皿要な立地単位に対する色調を選択するこ 

とに努める。

立地学的ならびにﾡ生学的な例 々の改認(例:土接のﾡﾡ、自然的森 

社会、地表粒生型)は記号で地図に記入する。 年代が経過するにつれ 

て、さらに俱々 の 要因 が踊 査 された 相合には、当改記号をそのつど書き 

たす。

ﾡﾡにおいては、経験 を 重ねる ことに よって、色移の選択と記号を一 

Rに比談で さるょうにすることがM得される。

▼#分記事
立地調査の果は、小ﾡ別に、(必要な塢合には分 班 別に)、林分沼 

りMと伐屎計画に記入する。こ の場合、当談小班 ( ないし分班 ) が どo 

立地に団するがを示し、附加的に局地的な特殊性(例: 斜面位置、A斜 

度、結ﾡ状況、当股立地/位の内部に おいて 偏倚的な、地図上に表現で 

さないょ うな立地差など)を記入すれば通常、 充分である。

u 説 明 書

説明書は立地的ならびにﾡ物社会的な調査の総合結果に関する説明を 

行うものである。

ここでは 地図に表現されなかった所見や結果を記述し、評量する。 

説明書はたとえば次のょ うに区分する。

序女、(地区作ﾡ4月日、地図を作製した森林、詞査員氏名、これに 

要した総紙費、および1 ha 当り紙賞-、作薬紙過)

-1 36-

1 位置、(一般的位置と特殊位置、海抜高)

2 . 気象(年降水量と憧物生育期間の降水量、四、型度、協、野、なェ 

ど )

a 土独関係

・ 堆質学的関係 ,

b ﾡ学的ならびに化学的性

e 土ﾡ型

a 腐値状態

・ 根系貫入 と深度

・ 洞座

4. ﾡ物社会学的調症結果

5. 立木関係(春林の沿革、自然的獲林社会、現在の立木、従来の年 

塩築法の影響 )

&. 立地単位と施繁目的型の区分と特破づけ。

結 話、(作業実行のさいの総括的ﾡ験)
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(ﾡ式1の就さ)

土

型

地 

図 

記 

号

j
夕

年

令

立

木

座

地

位

級 考
9 1 0 1 : 1 2 1 5 1 4 i 5 1 6 1 7

様式 1 の説明 :

土ﾡ営孔の記市 :

土基試孔の記様式1 のよ うに行う。これについてつざのょ うに説 

明する。 ?

第 1欄:立地単位は作架の完了後にはじめて記入する。

第5欄:地形 斜面位殴、領斜。 形の簡単な特徴。例:高原、a地 

北向斜面、上斜面、下斜面、山蓋。

ﾡ面のﾡ斜の記入はつざの幅斜座による。 (訳者注:日本ょりも区分 

が細分され、かつ名称に応 ずるﾡ斜慶は日 本よりも1 段ﾡ乃至 2 段階づ 

れで い る

平垣-殆ど平垣( e bon-f ae t oben )
微斜 (1ehn)

扱斜 ( Schwach gonoigt )
中斜 ( maggig otoil )

な斜 ( 9t911)
改皮の急料 ( Sohr eteiユ)

険阻 ( Schroff )
絶険 ( abechuseig )

15-20°
20-30° 
30-30°
4 0°以上

第6:基岩の名称は、できるかぶり鉱物学的組成に関する指示も合

ませる。(例：-母花崗岩、上中新世の泥灰岩)。

第7欄:土断面記び。 個々の土基層(ﾡ葉層及び、土拡の上にあ 

る腐ﾡ屈を含む )の厚さを10°単位で記入する。その時、 函ﾡの状態 

と森岡土後の状態の改認には特に重点をのく。 土ﾡの置類土ﾡの色、腐 

ﾡの保持以外に土 壊の 牌 造と堅総度を区別 する。土ﾡの水分状況の確認 

と 養分含 行率、(土接の供給するﾡ物質ﾡ分)には特に恋する。した 

が って土壊 は その鉱物 的 組成と、( 必要な場地合には石灰合布量-塩酸が 

験によ る—— )にょつても区別する。地学的由来はこの点にいて特に 

注目に価する。 土ﾡのﾡ題 ( Bodenarton )は粒子の大き さに したがつ 

てつぎのよ う に区別する。

I 欧土 ( skにelottbdden )
石碑(粒征 20nn以上)ないしﾡ(K1es:略号K1)sよび砂 

映(Orue :略号ar )(=粒径2 0-2mn)が過( 8 0%以上) 

に含まれている もの。同時に 円鉄土 と 角礫土 を区 別する。ﾡ士は多 

かれ少かれ細かい土 ( Foinord。 、sandige bi8 1ehmige b9 
tonige Feinerderullung) を常に持っている。この 続かい土

が壊土的な いし粘土的な性質を持っている時には、つぎの様に区分

される。

I ﾡ基土(Kioolehm 略号K1L)ないし砂硫壊土(Oruolehm 

路号orL )。

これはﾡ土からほかの土壊のﾡ類 ( 祖い土 の少い別な 土城極類 ) 

の移行を示す。

I 砂土 ( Sandboden )
これ はつぎのよ うに分類できる。

Kaum anlohmig (S1/)
泥状物置 ( abacblanmbaren Mater4al )1～2 "を含むもの

Anlohmig (s1')
" 2～5% m

Schwach lehmig ( S1')
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泥状物 (abechlammbaron Matoria) 5～1 O %を合むもの 

lohnig(1S) :
・ 10～20%

Iv 嬢土、(Lehmboden;粒径はいろいろなものが況っている)。 約

2 0〜5 0 %の泥状物質を含むもの

a) 砂嬢土(Sandig。 Lohn (sL))砂之豊富に含む

b) 細ﾡ土(Foin Lohm(L) ﾡい粒子のものを合まない。

c) 基土(Lehn)いろいろな粒径のものが況ったもの

a) 粘土質嬢土 ( Stark tonigor Lehm (LT)) 粘士のよ 5 な情 

成部分を登富に公んでいるもの。

v 粘土( Tonbodon )。粒径002 mn以下の ものが大師分を占めて 

いる土ﾡ

彼砂土 ( Stauboandboden,Lettenbodon, M4o.mbodon )。

支配的な粒役が 0.2-0:1 -0.。 5_nnのもの。

u 泥灰岩土ﾡ(Mergelbodon, 石灰分を含んだ砂土ないし枯土)

c) Snndnorgel 石灰分 5 - 2 0 %
b) Lehnnergol " 2 0 - 4 0 %
c) Tonmergel " 4 0 - 5 0 %
d) Kalkmergel . " 50%以上

際値を含んだﾡ物ﾡ土基の廃ﾡ合有量は2% (羽育ﾡ性)〜1 5% 
(強腐ﾡ性 ) の問を変動す る。

2 0 %以上の高いﾡﾡ合有ポを示ナ鉱物質土壌は" 合士 "(Mi- 

gchbeaen) と呼ぶ。それ有限質土整 ( organisher B8don ) 
への移行を示して*り、 また、 rW名何*が60る以上の士接は 

ﾡ質土接と呼ぶ。た>た ば 泥 火工)。

腐形にいてはつぎの定義を適用す る。

Rohhumu。 は、主と してﾡ推性 の破性 の席 標堆積で あ る。

uoaerは、ﾡ権性のﾡ成師分とともにコロイ ド性の 腐植物質 を も沢 

山合ん で り、特に腐械ﾡﾡの下部に ある。

Mull はﾡ物質土嬢とじ、腐ﾡ性の鉱物質土ﾡへのﾡ次的移行を 

示す熟した腐植である。

BU1ユ は、ミ ミズによってこねられる。

Mullerdeは ミ ミズにょつて深くこねられた最ﾡのﾡﾡ化されたﾡ 

物質土壊 ( Gartenerde, 庭士 ) である。

最質土と混合土はAlponvCrland ( ルブスの北側の原) 

ではoichbodonと 呼ばれる こと がし ぱし ばあ る。 しかしwoich- 
bodonと.い、うﾡ念に土ﾡのﾡﾡの益ﾡだけに も と づいてい ろのでは 

ない。 むしろそれはﾡﾡの高いあらゆる立地の上にひろがつており、 

したがつて、ﾡ分的には湿洞性のﾡ物質土整をも合んでいる。 wei- 
chbodcn が、降水が多いアルブスの北側高原で、 そのﾡな同 

解現象 ( 風日 ○危喚等 ) に よって特 に特長づけられて いること は例 

然ではない。

したがって

I 一時的woichbodon(時々設初化する鉱物質土ﾡ)

2. 太のoichbodon(有ﾡ際土ﾡならびに記合土ﾡ) 

を区別する。
土壊の堅ﾡ度をﾡ長づけるためにﾡるﾡ (1o9e) ジ (1°SFパF ) 

$(aarv),gaiehb) ・aる歴 (erdtetet) 四成(Sest) とう段町づけ E " 

いる。 土ﾡ開ﾡの段時づけは*runelis order brdekr+E,E1バター 

pig ,echollig ,schieforis,plattiE.Priemati"°h,k1u- 

tig-で さ る。
無 限究業 分 含有加 の 検作 は特に次 隊 カルシ ュウノ、 の 含 f 量 に2い 

て塩酸試喚を行う。このさいに は 5倍( 址段比)の 火で薄めた温地 

酸を用いる。 (羽いあわだち:1〜2%の石灰、持桜的強いあわ 

だち:5%以上の石灰)。たゞし塩破ﾡ験はたゞ単に供ﾡ力" 

ウ 人が解明 される にすぎない という 点を考成 しなければなら 2o こ 

の墳酸伏験のﾡ果がマイナスの時でも、その 土壊が 充分な 石氏 と 供 

給しうることがある。吸着性の強い石灰実験ﾡで決定する。

深さと 水分合有量は許号で交現する。第 1 0欄 に対する説明を参 

照せ よo
第8欄では土基の根系質入な、

それが土ﾡ試孔でﾡ察された範町で、

町単に記入する。例 : 紐原値の中に卜りにの細代が見られプナの主供生 

が4 0a主で均等に行われてい る、な ど ・
第9嗣:土拡型は往々にして確認田飛である。その理由、ﾡ斜面で 

は土城型 の形成が行われないためである こ と もあ 土壌断面の罚定が 

しばし不正確であるためであることもある。 たとえげば、表ﾡだけがず 

ド ソール 化した 土 壊 と、 恐元作用によ って 灰色 にな った表 土 とを区別す 

るここは往々にして回ﾡである。 色森林土接やボ ドソール化した森林
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土壌と、 グライ土ﾡ(地下水土壌)は区別する。石氏分にんだ心土の 

上には乾燥したRendzinabodonが児られる。

酸性のanmoorigon Boden と、Bruchbddonになるような石灰分之合 

んだ水を伴ってい る廃位性の強い湿河土接と を 明敬に 区別する。有扱質 

の土基最表ﾡが2 0(以上におよぶ時にはこれをnoorigon Bddon な 

いしMoorbodon と呼5。そ北はﾡ分合派と水分関係に広じてHoch 
ロoore (ロ1モ Stauwagoer) またはWaldnoore (Lohen)と呼ぶ。

Brdohe(Erlonbruch)は無機ﾡﾡ分の供給に 有利である。

第1 0団、路号で示した地区記号は立地の全体的性質を示す。 それは 

土接のﾡﾡ、深さ、 水分関係、 そすべて記号で示し、同時に深さを土な 

○風2てごダーラィンによつて示ナ。 例:路ﾡ性の弱い"ーム土a:
受略分"を参照せょ。 土ﾡのﾡﾡについて、各層別に再掲する必要 

な しかし 特に林業的意味を もっている複用性は指示せねばならな

たとえば石灰を合んだロ- ムの上に砂の刷がある場合にはxSェと示 

ナ o
深ビﾡ不の根系死ﾡに利用される土ﾡ刷の添さに関係する。砂土と 

土で、円木に充分なﾡ分を保証するに必要な深さがﾡなる。したが 

つて深さ引 0cの風化土ﾡは砂土では 「深座"浅"」と呼ばねばならな 

いが、ﾡ士ではよ分および独分に関する樹木のﾡ求をﾡ足させるから 

「深度" 中"」に位する。

その益ﾡとしては大体つざの尺慶を適用できる。

度 砂+。=t+。

( Sehr flachgrunlig ) 0-20 0-15
浅 ( flachgrUndig ) 20-50 15-30

( R1ttolsrundig ) 50-100 30-60
深 (tiofgrundig) 100-200 60-100

ﾡ 深 (Eehrtiofsrundls) 200以上 100以E
土扱 湿度は 平均的な土 壊 温潤 のてい でに ょつて特長づける。こ れは所 

与の立木を伴った全土ﾡﾡの水分状況を表わす。

このさいつざのような段階を区別する。 : (乾燥、 Drr)非常に乾

(Sehr trocken)、ﾡ ( trockon)、やや統 ( mdootgtrocken) ゃゃ

記 (maSg1E friech) ・河1(frigch) ,非常Cﾡ(Sonr frioch)泣(fo- 

ucht)、多型 (Behr foucht)、過 Gnaoe)。財号を用いた地図ﾡ式で表現する時 

iaは、土地の出類の記号の後に記入する。たと 力む深度" 深"の"洞"な弱度の府ﾡを合 

むﾡ土はh'I/frと示す。"F分"な参照せよ。

特殊性を示すためにはつざの よ うな凝念も (a・krauss の意味で) 用 

いる。

Sonnerfraech (Sofr) :土皴 の 湿潤性が主 と して夏ﾡの降雨に よ つ 

て保証されている場合(したがつて土ﾡの貯水能力が低い場合)。

Grundfricch (gfr) ないしgrucdfoucht (gfeu)、:ﾡだ団有の 

地 下水 は存在 していない が、しか し深い所にﾡ河性の実振がある場合。 

"選漫" の概念は限素の欠乏 した地表水が停希してい るこ とを前奨とす 

る。

hagfrlech(hfy) :ﾡ斜面の中ﾡ以下にある水分ﾡ済的に布利な位置 

のために土城に水湿性があたえられている時、

Vorratgfrioch(Vfr): 土ﾡの湿度が土ﾡの保水性が高いこ とに原 

因しており、したがって通常、夏季の降雨量が少ない時に見られる。

乾燥した浸座は政ﾡ降水量があるﾡ座少くないことと、 多かれ少なか 

れﾡ透性の土ﾡを常に前拠とするので、 型度の段階を、 それに作用する 

立地ﾡ四の随作用によつていろいろに交えることができる。

様式2
立地地位と施業目的に加する一党表 

(林小証) (立地単位) (ぬ衆目的型

例 :

( Muocholkelk の上にあるﾡ破的な森林社会 

を伴った立地単位) 

I 高 町

Ia 深い、湿座の変化し必いstaublohne、Ld9- 

elehm. 深版部は石灰分を合む。

生長匹盛なナラ、ッデ、 交林

Ib 深座「中」の「やや洞」な石灰風化壊土、

深岡部に石灰 分を含む、ー 

典型的なナラ、 ンデ交林 

Ic 深度「投」、水根度「」の石灰を合んだ襲 

土、基岩は石灰岩一 

ブナ林

I傾斜地

05ブナ

>0.5ナラ

, 0. 2 トネリコ、 カニデ

、 0.7ブナ

»Q5カエデ、 ナラ
丿 トネリョ

ヽ
j I 0ブナ

I& 1 日蔭面
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深度「中」、品度「やーロ」・ 石訳をさんだ 

砂会4土、Stuublehmdo2z。 とっている。

央型的な、 ナラ、シデﾡ交林

Ib2日 当面

深座「中」、型座「乾」、石灰砂

ﾡ土、 Staublehn は じていない---  

ナ ラ、シデ交林

0.7プナ

、0.2 トゥヒ
I

0.1トネリコ

「広境樹択伐林

i号(ABKURZUNGEN)

t delundiecboschroibtns ﾡ 形

I 谷とな地
ﾡ度はErundfouchto,石灰を合んだ
利な壌-
ﾡ地性のナ フ、ンデ林

ﾡ式3

關森律 

営林........

0.5ナラ

0.5 トリネコ、

カエデ、ポタ 

イジュシデ

通し番号 海数商

地 形 

斜位平 

ﾡ 斜

土整断面 
ic( 唸 
的形容 

による)

神長的な 

地表物 

と性生型

目然0権 

株社会 

(性生)

立地単位 ﾡ 考

1 2 3 4 5 6 7 3

9,E obene, Enone

wo wellig

Hi,hui Hugol, hUgOllig

Be , be 3org, bergig

Muld,nula Muldo , muKLig

goch,ugech gegchttzt,ungeechutZt

Ri RipPO

Ru Ruckon

Hg Hang
Uhg,Ohg Untorhang,Oberheng

xe Koegol

Ku KuppO
2. Humugvorhdltnieee ﾡ加関係

H,h Humue , humOG
Mfu , mu Mull, コu1lart1g

MuE Mull erde
Mtod . mod uodor , moderL g

Rohh , rohh Rohhumue, rohhumusrti8

fa fagerig
3. Bodencrton 土接のﾡﾡ

BIO Blttcke (Steine grbaaor a19 20 Cm)

St,st Steine (200-20m),Ste1ni&

K1 , aru,K , sru 
8,e

Kioe,@rus(20-1mm),X1°g1E,gTueiS 
sand,mittlorer ordor aller xorngrSeoen 

senis

gs
fs

grober Sand, Grobsand 
f otner Sand,Fo1ngcnd

echl6

g1,

Schluffiger Sand 
Kaum anlehmiger Sand 
anlehmiger Sand
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・S1
L,1
IS

oChwach 1 ehnigor Sand
Lehm, lohrig 
lehniger Sand

T. :

LT

Ton, tonig 

starktoniger Lohm

Ge 0or61l

Schu

Scho, o cho 

Lot,let 

Ka,ka

Mte,mo

M。 ,ロO 

To,to 

anno 

Bru , bru 

0124,614 

fep

4. Bodongerugs 

xru.rru

Sehie,achie

KlU.klU

10

Schutt

Schottor, schotterig

Lotton,lettig

Kalk,kelkhaltig

Mersol, nergolig

Mo0r, noorig

Torf, torfig 

enmoorig

Bruch, bruchertig

Glinmer,glimnorhaltig 

foldapatroi ch 

土ﾡﾡ途

Krunol,krunelig

Schiefer,schioferig

Klufte,kluftig

lo ckor

au

br6

di

ad i

m{r bo 

brockolig 

di cht

verdi cht 9t
fo fect
Vfe

Flo. flo
Ba

vorfogtigt

Flecken, fleckig

Bandor
No toater
E1, oi Fisen, ofeenhaltig

Ort, Ort

Konkr, onxr

Bodenfar bon

Ortらrde,OrtSteinhcltig

Konkretionon,konlretionenartis

土 色

geotf 
rostf

gosteinfarbig 
rostfarbig

Roscf 1. roatfl 

redfl

Roetflecken,rOStfleckig 

reduktioneflockig

oxf1
GChw, G Chw '

oxygationsfleckig

echwarz , schwarzlich

gr 8rau
go g0lb
br,br' braun,braunlich

& Dio GrUndigkoi t wira vie rolgt sokonseichnot: 深 度 

aohr flcchgrundigor eandiger Lehn
sL t!ofsrundiger sandiger Leh

nornal。 arunaigkeit:ohne Bose1°hnung

7 wcsaorverndltnisse 水浸収係
r,tr.mtr str seur trocken.troeken,nEes4E Eree*eT・

ciemlich trocにen
nrr,fr.fr nassig frioch.frisch.3ohr frisch
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feu feuChE

na nasG
ona oberflachlich naGG

gfr,gfeu.gna 
vfr, Gofr 
hfr

grunafrisch.grundfouehE.EFundne9° 
vorratafriach,oonnorfrinch

hangf r 1 o ch

wf r wochsolfriooh(Zwiachen naeパ une Er°S*eロ

Qwa Grundwass Or

Qu, qu
8. Bodontyp 土

Quelle.quellig
壊 型

uo unentwi ckelt

gebl gebloicht(Pode011ort)
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. TTurzelwachstum 根 系

g9b1' SChwach gebeicht

21,61 G101 , gloiar ti3
pod Pod9ol
Glpod Gleipodool
Huka umuckar bonatboden

H7C Haupt"urzZelwachstum
Swu Sonkwurz o In
Dwu DOrbwurzeln
アu F。 inwulz o In
of1 oborfldchlich
wrukr Wurzelkranz

附録 B

林分記事のための指ﾡ書

(1 9 08年の森林調査のさいの" 立地記 

ﾡと林分記事のための指導書"にもとずく ) 

完全な林分記事とは年今、ﾡ額、混交理、成立、生長量、地位級、立 

木腔、改密形ﾡ、ﾡ型、a康状況、翌分期内遣林的々匹、施梁目的、立 

木目的、の全てを示した ものをいう。

A樹 種

林分はまず、ﾡ林と加交林に分ける。

I 純林では施染に決定的な樹ﾡが一ﾡだけ現われている。ある林分に 

交する他の樹田が証済的または生物学的に見て非常に少ない時 ( 面ﾡ 

の5%以下な占めているにすぎない時)には、 その林分は、なお純林 

とみなす。ただし これらの 混 交樹板について記述する。 (I.、e8む 

照) ・

I 混交林 はつぎ の よ うに区別する。

e) 樹団の年令によつて:同令湿交林(年令のﾡ遮が1 0年以下のと 

き )、 興令混交林。

b) 混交形態によ つて：

1 群 状■交。

これは、 交形ﾡがﾡ状をなしていない場合である。 交樹師 

のまとまつた両ﾡが2ar ～20ar ,0.2ar ～2ar 0.2ar 以下、 

に じてそれぞれHoroton,Qruppon,Truppa( 特に幼令樹) に 

おけ る汎交 と 呼ぶ。

2 . ﾡ状交、 たとえば数例にならんで混交する地合

5. 線状混交、たとえば一例に測交している場合

4. 川木的交、各樹一木ずっの交。

主林木を形ﾡつている各樹ﾡの配当は林分ﾡ伏の 1 0 分率で 况録す 

る。 型交形態のﾡﾡは略号によって示す。 : たとえばQ &トウE、03 
ブナ、ﾡ状たらびに単木的、 0.1モミ単木的、国々 にマツあ り。同時 

になs、 「その 混交 が 経は 上継 続 す る ものか あるいは単 に一時 的 な も 

のか」とか「そ の混交 にその かに どういう 林系的 意味があ 8 の か 

(例： 土填の 保護樹林分 の 保護樹(痂造牀)・ 主林木生長促進のため 

の動成樹) 」とい5 ェ 5なことを録ナる。

B作業ﾡ

作業 由 はつぎの よ うに分する。

1 G 林。 ..
これは保残木 施業、受光施梁、択伐 膚券などの よ 5 な特殊な形 3ー 

合む。

2 .ﾡ林。 ..ス,
これにはﾡ林記長施梁、ナラ側皮林などのようなC®^P"を合ピ

5. 中 林。
こ こ では あらゆる記録を上木と 下木'こ 分けて行 うe

・ 頭木妞業と 載技作業

○成立
ここで、できるかぎり、その林分が播 城(全面播極、筋条聞 町 

状価N)、M扱、(単木価投、評状ﾡ以、敵状価)、天然括ﾡ、ﾡ芽のど 

れによって成立したかを記録する。林分の沿革(例：間伐、材後収穫、 

彼世)に関してはできるだけ前密な記述が望しい。すべて の林分、特 

に幼 令林分では、以前の林分について もできるかぎり記述する。



D 林分年令

I ﾡ然的令級としてにつざの名称をﾡぶ。

1 爾林施業の場合：

a) 天然生郎種、萌芽、幼令林、すなわち造林をはじめてから林分 

のt閉が定了するまでの幼令林分。

b) Dickuns 強閉が完了 してから 自然に抜圧木が枯れはじまる ま 

での林分。

c) StanEenholz 自然に校圧木が枯れはじめてから平均胸高i 
径2 0c位になるまでの林分、 ただし地位殺の思い所でに崎伐期 

の%の年令ま で。

d) Baumholz 平均胸高直径20c以上の林分、ただし地位級の 

悪い所で は 億伐 期の約以 ヒの年令の林分

2 . 中林の地合

中林では上木に関巡してつぎのょ うに区別する。

2) Lcosroidel。下木の1倫伐期を伝ﾡした上木。

b) Oboratinder。下木の2俗伐期を紐過した上木。

c) 出ltere oberholcKlancon。下ボの3輪伐期以上を経た上木

I 年令の記載、 興令林の地合は平均征令による。 年令は成立年度 

たは 生输数、明際にスとめられる砕節よ り与えられるがこのさい保残 

木や前生期は除く。それと同時に年令の範町を記す。

ﾡ林ではゆ採子定林分の面徹征令を示す。 中林ではな令を下木(伐 

採子定分のm積令) と 上木 のいろいろた層 (想定的な占面積) を 

別々に凋在す る。択伐でに4令純四と平在令をﾡ定的に示し、あ 

るいは、必ﾡに応じいろいろな段時の平均な令をそのﾡ定的な占面 

科ナナ げるu 転換林では下刷木の年令と平均 年令ならびに上ﾡ 

木の生令間降を挙げる。

E 林分の状態

t おおむね一斉林で主だ更新期に達しない番林では、疎密さ の形題は 

つぎのように表現する。:過密(gedrangt)密(goochlosaon) 中 

( 11cht geochloagen ) 疎 ( 1icht ) 散生 ( rdunig ) 点生 ( 

( lUckig )。霊直的または水平的にﾡ冠府が重な り あっているかど

かと記述する。一斉林でないﾡ林すなわち樹ﾡと直証に大きな推興 

がある番、または立木に大きな不規 則が示されるよ う な番林の疎定形 

態の特長づけたも、 注記と叩じょうな名称を用いる。しかし、樹高や近 

毎の不斉のていどを現するこ とによって完する。 更新期にﾡした番 

林では、ﾡﾡ形態の記ﾡのさいにﾡ林的目的をも記ﾡする。例:疎術度 

wの下ﾡ伐跡地、疎四された老令林の問にある疎術の街な更新木群ﾡ

な ど。
択伐で必要なかぎ り 令級、樹高級、直［経級別に記係する。

中 林では上木と 下木 に 記 毎 する。

燃林では、番#について示したﾡ長づけをその恋味に応じて使用すろ。

2 . 立木状ﾡ ( Arモ aer Beotokung )は「均等なﾡ砕配田」、 「不 

均等なﾡ除岡置」、 「研状の樹ﾡ配ﾡ」という名称で表わす。

3 疎密魔が、 なんらかの原因で不完全である時、つぎのように区別す

o tuekon(れ際的)、寸なわも欠はた呼が少mGで、 あまり手を 

加えな くとるmもなく 自然的に閉ﾡする もの。

b) Sohlstollon幼令林で、ﾡ圧府の閉されていない部分がハはや 
り、手を加えて改Rでき、かつ改良せねばならようなも°°、.
。Bュ8caon (課出的)、壮令林または老令林におけるやや大さﾡ

同冠網欠除。
完全な疎密度 とは、各勝山に対して、任令、立地、正拠の卓発 、

<、 生じうる と 考えられる疎密程度 を い う。 _
a 立木度の尺度 としては、収根表林救に対する現央材匿の比を バマ 

ﾡて示ここるのをﾡいる。幼令体とく Fulturon"n..7 SF25パ,) 

で、立木追面mのa。ユ11と1。t(当かﾡﾡと型災面武)2生を"。 

る。所ずの立木度が拠定の収団にもとずいて算出された立才:受 

ることが明ﾡな場合に、地方的収口表から算出された立木度(また 

は 目測 によ る 立木 度)を 林分 ごと： 併記 する の が ザ: .... 

客勘本級 (Batmxiaeso) の占める立木制合を、その分 岡P西断 

面試よび除木数の可分求で表那することが望ま しいe

F 林分の性質 

株分のﾡの特長づけにはつぎの事項を用いる。

形質(Ausformung ) (無枝性、うらごけざ、長さ、樹冠の性質

貴重木の合)
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2 . 歴。 たとえば、現在発生している不利なな性置が何の作用によつ 

て生じたかとできるかぎり明する(例:ﾡ府れ、虫害、ひょ う 

石ﾡ屈、短ﾡなど)。

3 生長量、つぎのよ うな段ﾡに分ﾡして示す、優( sohor wachaig) 
やや良 ( ndcgigon Tuchs )、可 (gringwuchsig ) 不良 ( rucx- 

g当nsig)

a 林分記事とその仲の記録 

正確な林み記のための手段と して、さらにつざの記をする。

1 1h品当り木数

2 . 1na当り白高断両償

& 平均直径 ・

と. 平均樹高

5, 1ha 当り林木著ﾡ

6. 平均木のけ

これらの祀をは、 できるだけ、主抹木と林木にわけて行う。

当面の日的に対して、かかる 敬 字的な林分 制要づけが どの程 度 に 必要

か そしてこのための資斜に充分な改認性があるかということに対する 

の"全°地合にろされる。 ・

「西にも とづく 地位級は収ﾡそ地位級にしたがつて階級づける。

1 00 年4に対す る平均生長征 (a6z100 )、a々 の# 分にっ 

いてげ行跡しても益式えない。 その記ﾡ(iGz100 )は、作 奥 級全体に 

対する管樹田別記係で充分である。

収誕衣の1G2100は立木と考uして ないが、しかし普通は収理損失

として1 0% と塗し引いて引用する。

d9Z 1 00の代りに広葉紛は(Woichlcabholc )では、他用され 

や払し式の及高令Pのdo%( 平均生長盛 )を用い、 また、成林でに、 

aGcu (伐期令に対する平均生長)を使用する。

附録 C

林業図の調製
国有林 におけるすべての 森林測量 と面ﾡ計は国土測( Lendeev-

ormessung ) にのつと る。

地和台ﾡ ( Steuerbldttor )は、あら0る林柔図の資料である。

森林測量や面ﾡ計算が作られていない場合に、森林測量の情密な記 

述や面ﾡ計算のために、森林益*図 ( Forothauptkartonと作る。

その図で森林ﾡ営に対して重ﾡなものと強調する。

すべての永久的客体(特に国 林 地の城界線、永久的区国、ﾡ利城界 

ﾡ、Diatriktならびに林班の番号と名称、 金休の城界確定点と固定的 

測点(らびにその番分) に、色のちせない 赤インキで 記入する。

これらの記入項に変化があつた場合にけ、それが所界の変化°

た田有林に直接隣接してい る土地 の地師の変化であるかぎり、もはや通 

用しなくなつた記入項に株消検を引いて赤インタで書き足す。 ( しウ 

し、例え ぱ もはや通用しなく なった記入 加 項を消しゴムで消したり して

じはいけ ない)。

1時的な項、 (特に小班と分ﾡ、ならびにそれに附脱した7 
ペッ ト交字や数字) は柔かい 給紙で 記入し、その 変 化 に 応じて 消しゴム 

で請+。 )
林班 の番号 と 小班の 記号 づけ は、東北から始め、東、南、を通つて北

○方へ、 おラが・りやナいように行う。ただし、すでにこれと興ったり原庁

で行われている地方では、それを踏襲する。

Diotraktの番号は ローマ救字で、林那番号はアラビ"監ギでゝ また 

Ddatrixtの名称は。-マ字の大女字で林班名 ローマ字の 小文字でし

るす。 、
状地面ﾡには暗ﾡ色で番号とつける。 もし、 その排地内甲に焼災歌がご

れている場合にに、それによって分けられた各面積のすべてに、その間 

一番号を つけ、番号の範四に疑問が生 じない よ 5 にす る。

国有林内 臨 に 行政区画が 引かれて いた り、市町村の境界 があった りす 

る場合に、これらも、森林苫本図に記入する。

多くの境界株が1木の線の上に卡なる場合には、オーダーの尚い区画 

線の色彩のみを記入する : た ヾし根 利 関係を示す境界線だけ は常忆完全

に示す。
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線などの記入や、 量のために地ﾡ台役と利用する場合にに、災数 

位に対する台ﾡ数債ﾡ益をﾡにﾡ認し、 考する。特にﾡな計測の場 

合には、森林益木図の使用も必要である。

森林益木図は野外で使用してはならなたい。 計初成果はすべて補助図に 

作図し、誤りがないことを敵かめた上で、森林去本図にﾡ書する。 土地 

台ﾡ初量( atastermesoung) にもとずく記町に、森林 太図で も そ 

の他の地ﾡ台ばでも、 消しゴムで消したり、墨で盆りつぶしたり、その 

ほか不明ﾡになる よ うなことをしてはならない。

森林業務に必要な地区に没省山林局の地図作成所 ( Karto8raphi- 
ochon Anutcユt) で地和合ﾡそのかを神正し、石版印別又は亜鉛版 

印関にょつて作る。

ベイニルン因全体についてはに2 0/ロ-te1lig。 の地図があり、お 

もな高ﾡ区の国林に対してに1 ロ/m-te1lige の 地図がある。

枝常図 は自林局で作られた原図を もとにして、地区作成所で作る。

地図の凡例   はつぎ に 示すもの によ る。
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7 記事：
A DiStHrt寄書とるi

Illl NVV卜Vl WIIX X
ABCDEFGH IJKLMNOPORS 

TUVWXYZ
b 林野ﾡると名称

/ 234567890
abCdef8%iJk/w2oP?rs +uV WXンz

ABCDEFGH/JkLMM0PQRSTuVWXYz

( 今後便用す る用 町 )

① dGZIOO

よ 図 例/:

S,0,. 22 
(地ﾡさﾡのg3ゝ

②収枝衰を法準 と した

立木座( Be。 tocku- 
gegrd mach Erta一 

getagol)

附録 D

専門用話 :

(従来の用証)

ら 卜Cke

Seeo

③疎密度(Schupogrod

①③地位級 (Ertra66g- 
oErad)

③伐採列区 (Hi9bezng 
(HiobeZng)

③伐区列

(Schlagr。 ihe)

wa/dstand / ?

①の伐採面

(schlagfltche)

/くど

えゃの。 300 4。7

SchluGUgrad 
vollortrag5- 
gziffor, 
vollbostand. 
ofaktor
Becchirmung- 
G gra d )
Boni tat

eb6ug

Nutzung9 f1一 

uche , Abn u t一 
2un Enflacho

( その専門 用請の意味 ) 

生長給付(地位 級)に対す 

る尺度と して用いるもので、 

年令100 4一にﾡけ るha当 

り平均生長量。

総収区量 c 主間役収ﾡ 量合 

t) の 年平均舗。

羽災株 分の材積 または胸商 

断面積と 収後 表 の それ と の比 

を 十分卒 で示 したもの。幼令

分では面積の+分求で立木 

座をなわす。

林地が樹元に よ って閉 ざさ 

れている度合

収ﾡ表の地位級 c ottokl-

おに よって 他か ら保護さ い、 

場所的に限界づけられてい る 

一の森林面積。その内部を 

ﾡ区別 cscnias-eihon) が 

ﾡ動する よ うなもの。

ﾡ映方向 (訳注:た とえば風 

上) に林分をかためて残 しこ 

の方向(たとえに 風上 ) に向 

って順次に収出 される よ う な 

林分列。

一定の明間に完全に収後され 

る際の、 さたは思定された 

林両。

Hく



③枚採題位 Hi ebsfolge 投採の場所的題位。

(schlagfolge) H1 ebgfuhr- 
ung

• ・

③ Sc hlagfortechri- HiebGfort- 森林施ﾡ案に示さ れた方法で効

tt echritt 
verJtn gug-
8 forte c hr- 
itt

果的に行われた年平均更新。

@A 伐

(Losnieb)
Abetufung 危険方向 ( 訳*注 : たとえば風 

上)に而した林分において、2 
つの林分の界に行う役り開き 

で、 その伐 り開きの幅は次第に 

広げられ、そのつど速 ちに造林 

される。

こ れは幼令 株に対する保護を主 

日的とする。
①Frelhieb Abldsung 同様に、 危肉方向、 (訳者注:

たとえば照上)に而した林分で 

行われる伐り開さであるが、 し 

かし一般には端をひろげず、ま 

た、再 造 林 も 行わない。これは 

保湿すべき林分の林株の形成を 

促進することによって、 なる 

林ﾡ保議を 目的とする。

@Streichrichtung 更新師の長辺の方向。

@3 Frontrichtung 更新而が相互に並列し、老令林 

分;こ 侵入 してい く 方向。此の方 

向 におい て " 前 (vorn) "" 後 

C hinton) " という 表現が用 

いられる。

@Zone ある林分の中で量林や、 巡材の

目的のために区画された部分。

@Saum — Mが樹高上 り も 狭い 更新師。

Tstreifon — 副が:樹高よりも広く、樹高の2

①当がが積

(S 01 vOrra t)

@目的蓄積

( Ziolvorrat)

@9当為生長量

(SOllzuwaoho)

③日的生長量

( Zioユzuwache )

倍よりも 狭い更新面o
法正 蓄積 現実のﾡﾡ関係を基型にして、

(iormalvo- 追求している育成状態の規的的

rrat) な会級関係(または経級関係)

にもとずいて与えられるﾡ積。

- 当為ﾡ積(SollvoTrat) の一

種ではあるが、 もつっばら、 志向 

してい る樹極関係に も とづいて 

算出されたもの。

- 現在の樹係関係にもとずき、そ 

の勃伐的に対する平均生喪ね 

cdoシu)o
志向している樹種D係とその船期 

もとずく平均生長量(dd%)。

附 録 E

つ必の指羽書その他PEA(森林施発案組成規定)の一氏でたド 

それをF EAの附縁と して記母するのは、純然たる実務よ2ぢ®:。 

のでお る。この指書は山林局から 1948年8月1° E" 
59 ・ ［で公表されたもので・ そこにもテさているように""" 

わない手引きと して用いられるべきものである。

小団体布株( 約50 ムa以下の市町村布、M団有、その他の団体有株 )の系

施茶安の棚成に対する指導1o
I 法律的規定

団体有林の経営けは紙営案に :もとずかねばなならぬ

団体存林が規則的な経営をできない場合 

定) には簡易森林施築糸術成で充分であ

(森林法第7 条第1項o
(森林ﾡ察官庁の決ﾡによ る決

る。(514、BOS VO1〕"

V1897)o ..、こ
森林施業案 編成 の貴任著の通択はその団 株が行い 森林警 察官 厅の許 

可を要する (森林法ﾡ7条第3項)。
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礼の決定は森林施※発都成 の任者とその団休当局との間に自由な 

協定にゆだ力る( SBes,Voll二v1897)。使用する森林お契姿ﾡ成 

方法原則と して自由である。 (55. Be. voll 2V1897)。団体が:団 

本有林に対して持つ特殊た豊案を考をする(森林法第7条第1項)。完 

成した森林施ﾡ楽は説明のために団体当局に送達する。 ;団体当局はそ 

の森林施発案を 当 改 営林 署 に提出 し、さ らに地方長官 ( Landrat)に提 

出して、許可『を受けるく § i1、 Bes,voilz.V、18?7)。

I方 法

樹林法の拒定にしたがえば、その方法は祖則として自由である。した 

がつて以下叙述する記分なんら拘車的なも質を有するもの ではな い。 

;以下の叙述は特に、 附以のﾡ式を用いることによつて、ﾡﾡ化と適切 

な編成に贫献す る に迫 ざな い。

1 基礎资料の阳建

遏去の施第衆ないし経営案.. 地図、 過去の施発楽行にﾡナる考奈、 

管林ﾡの通信女、 m西品、 5千分の1の地通台紙(Lendosve- 

ロ°°8unggamt、uunehen 22, Alexanaraotr.4 
によるもの)、 1万分の1、 *たは2万分の1(営休ﾡに上るもの) 

主たは2万5千分の1の地形は。

2 面積状況の随認

土地台桜に る改認。これは多 く の場合、 そ ○出休当局が: もって 

り・ 主たは過去の森林施ﾡ突から9用でさる。

・) 所行地(土地番号)日母の並及。

り)地和合師図になける計闘番号の数字紀入。

3 林梁的水実の改認

A)面び区分

a ) 林地と除地の 区分

除地には株木育成に適していない土地と林木ﾡ成にﾡしてけい 

るが一時的主 たは永久的に、 はかの用途に利用されてい る土地 ( 

ならびに 福員 6r以上の林狂区ﾡ線など)が図する。

b) 年令、樹種、林況、によ る 若 しい 林分差の区分

c) 小班 との形成

この場合,原則 としては、 できるかぎり天然の線(例:川ゝと永 

久的なﾡ(例 :通路) を小斑の区 町 づけに渡ぶ。なんなたれば 小 さ い 

森林では、人工的な境界の永久的維持は保懸 されないから。それに 

よって、測故 も また通常、 容易になる。

B) 株況島

綱査を要する事項は :

位置、費城、 土地、地波、地床ﾡ生・ 年令、樹価、 漫交形態、成 

、生量、立木度、・M度、地位級屈積である。

○) 経営 目的 と 強業 目 的の確定

小森林では、経営 目的は普通、一定 されて おり、通常、 その変更 

は動機づけられない。作業師の変更もまた入念に行わねばならぬ。 

しか、し過去の施築日的(えば論伐期)はその適性を検査し、必要 

ある場合には交更せねばな らぬ。而 積が小さい と いう こ とは往々に 

して間断施染をとらせる。

D) 施業処置の決定
計画されるべき処程は加要なものに限ること。証潔にして要を得 

た記述を行い、往ヶにして見逃されBい処置を強闘すること〔例: 

林役権の解除、時Tをたaはづけ、必要な混交樹 械 の維持など )°

E) 保ゆ年伐量

1 小団体有林は一般に2つの日 的の ために用いられていろ。

その1つは年々の林座物ﾡ要(例:地材)の充足であり) 出2
1 つただ定ﾡ的にのみﾡわれるやゝ大量の林産物備要 と 弊価 

要の充足である。したがって、保桜的日年伐量の決空の際に・ 

最上限に近づけるのではなく、予瑞林造成のために一定世、たと 

えば2 5%を遊くことがﾡめられる。 *た、森林面 法の 小さい 

ことが、 歯ﾡ核術的なH由から、毎 年収穫 を行う ことを非合目的 

的たらしめる ので、課せられた同ゆ年伐量がたゞ統計的" しか使 

えないような場合が輪ならずある。

2. ﾡﾡ年伐量の誘導

燃 準 年 伐 量 の 読 彝 に 対 しては, どんな 収 衰 規登 の 方法 を 用いて 

もよい。経営が小さくなるにつれて、造林ならびに施業技術から 

の要請が、保統的 見地 より も大きな 役割 を 演ずる。したがつてま 

ず第一に、個別林分的計画を基礎として造林的な標準年伐量を算 

出し、これを 一 可能かっ適当なか ぎりにおいて - 保続 性観 

点(会級 状態、 平均生長量)の考慮のもとに変更することがﾡめ

られる。
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様 式

・ 材ﾡに関する記ﾡはすべて皮件ﾡ材fn で行5。

2. 森林施ﾡ案は2部作る。

3. 森林施然案は永久保存とする。

4- 各森林施業案には一枚の経営図とつける。

お価・ 令級を特長ずけるにはつざの上 うな色と色aを使用するこ とが 

勧められる。

令級区 の作成にあたつて :

1-20年 holqrun(淡様 )

21-40 Kadml umgelb (賞)

41-60 hellblau (空e)
6 1-8 0 • Ka rninrot (赤)

81-1 0 0 hellgrau (淡い灰色)

1 00年以上 dunkolgrau (ﾡい灰色)

樹 ﾡ配 分因の作成に あたつて:

トウヒ blau (青 )
モ ミ ka rm1 nrot c 赤 )
マ ツ orange (オレンジ)
ナラ goldgolb c 黄 )
ブナ gelbgr'un c 賞株 )
ト ウヒ・モミ hellviolett c 血 )

トウヒ・マッ zinnober c 朱 )

針葉樹 ・ 広葉樹 gOmioc htgrun c 濁縁 >

マッ・ プナ 01 iev (ォリープ)

中林と転換株 Ocker c代シャe)
ﾡ林(低林) blaug rn c 明 るい緑)

Alpenwald (商山林) dunkelkarmin (暗いニンジ色)

択伐林 dunkelviolett (請いe)
興高施築林 weieeblaue Sch- (白空白斜線)

ra f fur
除 地 eiena (赤補色)

無立木林 地 woi ee ( 白 )

森林施染案に と じ こむ経営区のほかに林内で使用するために極営図

を作るこ とを勧める o ・

& 経営図の榜尺は、现在ある地図にあわせる。通常、団休有林に対し 

ては、 5千分の1がはも適している。

7 森林施築案の通用期間は、 通高、 1 0年をこえてはならない。ただ 

し、成熟林分 また は おおむね 成熟 した林分が 存在 していなかった り、 

あるいはま つた <簡Aな状況である場合はこのかぎ り ではな い。

8 . 森林施家ﾡにその補助度料全部をつけ加える必要はない ; それはし 

ばしばその派後の結果だけをあげれば充分である。検査のためにその 

補助資料を保存してく。

2 森林施架の内容:

・) 造林施業案編成作業の動故、経選、成果、経営目的、 ﾡ準年役量 

の誘導、 を簡単に述べた説明書。

b) 所有(簡所番号) 日郎

c)森林施桑ペー覧表(様式I による)。

a)計画された施発処区を合む林分記事、た*し約告を町さこど"名 

設けること (様式I に上る)。

・) 施築楽にとじこんだ品営図1部と、その紙営図だけを別"?

もの1部。 .
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様 式
様式

赤林施案一表

対 象....................................

年 月 日.....................................

I 面務 総面務......................ha

林分ﾡ

林地面税 .................. ha
除地面積...................ha '

c 内訳 )

小屋敷建物敷庭園............................... ha

適路区画ﾡな ど.................................. ha

荒ぬ地(例 砂利坂場 ).........................  ha

不毛地 ( 無収ﾡ地 )............................. ha
森林に 結びついてい る長地 .......................  ha

分班

面 積............林 地....... 除 地 .............

位 曜

環 城

年 令 立木度

樹 価 疎 商度

土 地 Je交状態 形 i

地 被

植物

成立 地位最

生 長

奮 林.............................ha

中 # ........................ ha
矮 林..........・……'……........ ha

I 令級(1行日:面積 2行目:地位級 3行日:立木度)

樹種 無立木地 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100101-120 林地合計

計画さ れた施業処置

1木材役探実行量

a ) 主伐収護

b) 間伐収ﾡ

2.道林その他の施薬処置

(裏面に应業報告 )

I 保q年役量

材 { 予定価税

主伐収 穫........... Erm ...................... ha(ただし保育的間伐が:間

問伐収度..........  Efm..........................  ha 題で ある 時に かぎる。)

合計 ............ Efm
高 考 死全な寄ﾡ査、ﾡずけをつた成果の報害がある町:
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施 亲 報

伐採実行量 材 苫
(伐採の処置) (Efm・皮付) 造林その他の施業処置

-1 76-


